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午前10時00分 開議 

○井戸達也委員長 おはようございます。 

 本日の出席議員は15名で、全委員が出席してお

ります。 

ただいまから、本日の委員会を開きます。 

 なお、市長から、平成28年度東京農業大学学位

記授与式の出席のため、遅参の届け出がありまし

たので御報告いたします。 

 それでは、早速、本日の日程であります特別会

計及び企業会計に関する細部質疑に入ります。 

 なお、関連であります議案第16号についてもあ

わせて質疑をいただきます。 

 それでは、質問者、挙手願います。 

小田部委員。 

○小田部照委員 おはようございます。 

 早速質問に入らせていただきます。 

 認知症対策について伺います。 

 高齢化が一段と進む中でさまざまな社会現象や

課題が提起され、健康や医療、介護といった問題

が特に重要視される時代になったと思います。 
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認知症初期集中支援並びに地域支援ケア向上に

つきましては、国が策定する新オレンジプランに

基づき、全国市町村で実施することを目標に進め

られている事業であると思います。これを受け

て、網走市として新年度から新規事業として取り

組まれようとしていることは、一定の評価をする

ところです。 

 そこでまず、認知症集中支援事業について伺い

ます。事業内容は、認知症初期集中支援チームの

設置と認識していますが、どのような取り組みな

のか伺います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 認知症初期集中支援

チームの内容について御説明をいたします。 

 対応が難しい事例を複数の専門職がかかわり、

認知症やその家族に対する初期支援を包括的、集

中的に取り組み、自立支援のサポートを行い、適

切な医療、介護につなげるものであります。 

○小田部照委員 それでは、網走のように地方に

なればなるほどマンパワーの確保が困難になって

くると思いますが、チーム員はどのような構成に

なるのか伺います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 チームの構成でありま

すけれども、認知症にかかわる知識技能を有する

医療、介護などの専門職となります。 

 医師におきましては、認知症サポート医養成研

修を修了、またその他の専門職におきましては、

医療保健福祉に関する職種で認知症ケアや在宅ケ

アの実務相談業務に３年以上携わった経験が必要

となります。 

 当市におきましては、認知症サポート医１名、

医療職として看護師１名、介護職として、社会福

祉士１名、これに市の保健師２名を加えた構成と

なります。 

 また、向陽ヶ丘病院認知症疾患医療センターと

の連携が不可欠でありますことから、昨年、協力

依頼を要請いたしまして、協力していただけると

いう体制をとっているところでございます。 

○小田部照委員 わかりました。 

 それでは、このチームの事業内容を伺います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 チームの役割になりま

すけれども、まず支援対象者の把握、そして情報

の収集、その後訪問、その後観察評価、それを踏

まえてチーム会議の開催、そして支援の実施。支

援後もモニタリングを継続していくというような

内容になります。 

○小田部照委員 それでは、どのような方を対象

にしているのか伺います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 支援対象者であります

けれども、認知症または認知症の疑いがある方と

し、医療や介護サービスにつながっていない、ま

た、医療介護サービスが中断している方、さらに

医療や介護サービスにつながってはいますけれど

も、認知症の行動や心理症状が顕著であるため対

応に苦慮している方というふうに考えておりま

す。 

○小田部照委員 理解いたしました。 

 それでは次に、認知症地域支援ケア向上事業に

ついて伺います。これはどのような事業内容なの

か、概要を御説明お願いします。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 認知症地域支援ケア向

上事業でありますけれども、内容といたしまして

は、認知症地域支援推進員を配置いたしまして、

認知症やその家族の状態に応じた適切なサービス

が提供されるよう、医療機関や介護事業所などと

の連携を図るとともに、地域における相談支援や

支援体制を構築するという事業になります。 

○小田部照委員 わかりました。 

認知症地域支援推進委員は専門的な知識を有す

ることが想定されますが、どのように配置される

のか伺います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 当市といたしまして

は、２カ所ある地域包括支援センターに１名ずつ

を配置することで考えております。 

 活動に当たりましては、担当圏域が広域である

ため、地域密着型認知症対応型グループホーム、

市内に10カ所ありますけれども、及び地域密着型

小規模特別養護老人ホーム、これも市内に３カ所

あります。これらを認知症地域支援推進員と地域

をつなぐ協力機関として位置づけることで依頼を

してございます。 

また郊外地区につきましては、現在、いきいき

教室という事業を支援していただいているボラン

ティア団体が郊外に５団体ございますので、その

方々に認知症サポーター養成講座の受講を計画し

て、協力いただける体制を構築していきたいとい

うふうに考えております。 

○小田部照委員 網走には現在、民生委員や健康

推進委員の方も数多くおられ、それぞれ活躍いた

だいていると思いますが、こうした方々との連携

や協力はどのようになされてお考えなのか伺いま
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す。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 協力機関となる地域密

着型施設ですけれども、介護保険法によりまして

２カ月に１回の運営推進会議が義務づけられてお

ります。運営推進会議には、民生委員、町内会、

老人クラブ、施設、地域包括支援センター、市な

どで構成されますけれども、地域において支援が

必要な高齢者の見守りや支援に伴い日常的に情報

交換が行われている状況がございます。認知症は

早期発見、早期対応が重要であることから、さら

なる連携体制の充実に努めてまいりたいというふ

うに考えております。 

○小田部照委員 わかりました。 

 それでは次に、認知症に対する医療体制につい

て伺います。 

日本は現在、認知症に対する専門医が極端に少

なく、受診や診断に大変苦慮しているのが実情だ

と認識しています。網走市の現状はどのように捉

えているのか伺います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 当市におきましては、

向陽ヶ丘病院に物忘れ外来と認知症の専門的な診

断や相談を目的とした認知症疾患医療センター、

また、桂ヶ丘クリニックにも物忘れ外来が開設さ

れ、近隣地域と比較すると充実しているのではな

いかというふうに考えております。 

○小田部照委員 近隣と比べて、充実していると

認識いたしました。 

 それでは次に、認知症サポーター養成事業につ

いて伺います。私も受講者の１人ですが、参加し

た人たちからは皆、感心し大変好評でした。 

 現在、養成講座の講師が何人ぐらいいるのかお

尋ねするのと、こうした活動によってサポーター

が何人要請されているのか、改めて伺います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 認知症サポーター養成

事業についてでありますが、この事業につきまし

ては平成20年度から取り組んでおります。養成講

座の講師となるキャラバンメイトの方は現在48名

が登録されております。 

 また、これまで要請された認知症サポーターに

つきましては、平成29年１月末現在で1,980人と

なっております。 

 認知症サポーター養成事業につきましては、や

はり認知症の方につきましては地域の見守りとい

うようなことが大変重要になってきますので、今

後もこの事業は継続し、認知症サポーターをふや

していきたいというふうに考えております。 

○小田部照委員 わかりました。 

 認知症は早期発見、早期対応が重要であると思

います。しっかりと認知症初期集中支援事業、認

知症地域支援ケア向上事業を推進するとともに、

地域や関係機関との連携体制を構築し、市民の健

康の保持発展に努めていただけるよう取り組んで

いただきたいと思います。終わります。 

○井戸達也委員長 次、川原田委員。 

○川原田英世委員 それでは私のほうから網走港

整備特別会計並びに能取漁港整備特別会計につい

て、まず質問をさせていただきたいと思います。 

 これまでも補正等で各委員会等でも行ってきた

ところでありますけれども、昨年度の実績と今後

の次年度の見通しについてお伺いしたいと思いま

す。 

○脇本美三水産漁港課長 能取漁港整備特別会計

の実績というのは土地の売却の実績ということだ

と思いますが、それと今後の見込みというお尋ね

でございます。 

 平成28年度の土地の売却実績でございますが、

今議会で議決いただいた案件１件と議決案件とな

らない案件が１件の計２件、面積で１万4,690平

方メートル、4,334万円の平成28年度の実績と

なってございます。 

今後の見込みということでございますが、平成

29年度以降、以降といいますか、平成29年度中に

御購入をいただけることが決まっている方は現在

のところはおりません。購入に当たっての相談を

受けているなどの引き合いについては、今のとこ

ろ１件ございます。 

 以上でございます。 

○川原田英世委員 はい、わかりました。 

 まず、委員会の中でも安く販売した分、差額を

補填するというような中身をお伺いしました。販

売が進んでいくことは重要ですけれども、やはり

なかなか企業側のニーズとこちらが提示する金額

等も間があいてきてしまっているということもあ

るのだというふうに思いますが、もとより企業の

進出もしかるべきですし、地元の企業の有効活用

という部分でも、やはり今、進めていかなくては

ならないということもあると思いますので、ぜひ

とも来年度もさらに前に進めていっていただきた

いというふうに思います。 

次に私のほうから質問は、個別排水処理施設整
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備特別会計についてお伺いいたします。 

個別排水処理施設建設事業として、今年度も積

まれているところでありますけれども、何件ほど

まず建設を予定しているのかをお伺いいたしま

す。 

○中村昭彦下水道課長 平成29年度の個別排水処

理施設建設事業費の内容ですが、浄化槽本体を10

カ所、調査設計委託費、浄化槽の設置の設計委託

費として予算計上しております。浄化槽は10カ所

分の予算を計上しております。 

○川原田英世委員 わかりました。 

これまでも取り組みが進んで、ことしも10カ所

ということなのですが、今後の見通しとしては、

どのぐらいの期間をかけて設置整備していくもの

なのかお伺いいたします。 

○中村昭彦下水道課長 今後の整備の見通しとし

ましては、37年までを一応二次計画として計画を

しております。 

○川原田英世委員 37年までを二次計画としてと

いうことで、かなり長い期間をかけて整備をして

いくのだなということで理解をさせていただきま

した。 

 この個別排水浄化槽整備が始まって、徐々に

徐々に範囲が広がってきているのだと思うのです

けれども、技術も進んできているのだというふう

に認識しております。最近、バイオの技術もいろ

いろと進んできて、今回の網走市のごみ施設、生

ごみ施設なんかを見ても、遂にここまで来たのか

なというふうな感覚で見ておりました。 

 また、そのバイオ技術が進むによって排水であ

れ、汚泥であれバイオ分解されて肥料化して、い

ろいろな活用方法もまた生まれてきていると。個

別だから、小さいからということでもなく、そう

いった小さいものでもさまざまな有効活用ができ

るという技術が広まってきて、またコストも、

徐々に徐々にそれの新しい技術に合わせて下がっ

てきているというふうに話を伺っているのです

が、そういった部分で新しい技術等の検討をされ

ているだとか、情報入れているだとか、そういっ

た部分があるのかお伺いいたします。 

○中村昭彦下水道課長 個別排水処理施設整備事

業といたしましては、平成12年度から始めており

まして、当初ですね、コンパクト型というものと

通常の凡例の大きな浄化槽ということで検討して

きております。その中で、維持管理費だとか水質

基準のクリアしたものということで、従来汎用の

嫌気ろ床接触ばっ気方式という浄化槽を使ってお

ります。 

その後も技術的に開発されまして、それの今、

汎用型のコンパクト型というのを、今現在使用し

ております。全道的にも、ほぼコンパクト型の浄

化槽を使用しているという実績もありまして、ほ

かの処理方式という検討は現在行っておりませ

ん。 

○川原田英世委員 はい、わかりました。 

サイズが小さくなっていたということでコンパ

クト型になっていたということで理解いたしまし

た。さまざまな技術があるのだと思います。嫌気

式を今、使っているということですけれども、好

気発酵から何からいろいろと、ぜひいろいろな技

術を検証していただいて、今後、さらにやはり一

次産業のある地域でありますので、こういうもの

がいいのではないかという提案もいろいろなとこ

ろからあるのかと思います。そういった声も受け

ながら、よりよいものをつくっていけるよう検討

を広げていっていただきたいと思います。 

以上です。 

○井戸達也委員長 次、永本委員。 

○永本浩子委員 それでは質問に入らせていただ

きます。 

 まず初めに保健指導事業についてお聞きしたい

と思います。 

 一昨年、議員になって初めての一般質問のとき

から糖尿病の予防に力を入れてまいりましたけれ

ども、広島県呉市のレセプト分析を活用した糖尿

病性腎症の重症化予防の取り組みが成功したこと

を受け、国はデータヘルス計画として全国展開を

進めております。 

 当市でも、昨年からスタートしているというこ

とで、その内容と成果をお聞かせください。 

 また、糖尿病以外の取り組みもあれば、あわせ

てお聞きしたいと思います。 

○江口優一保険年金課長 当市におきまして、レ

セプトや特定健診のデータを集約し、保険者が健

康や医療に関する情報を活用して、被保険者の健

康問題の分析、保健事業の評価を行う国保データ

ベースシステムを活用し、平成28年３月に網走市

国民健康保険データヘルス計画を策定しておりま

す。この計画により、健康保険業法をさまざまな

保健事業の実施に活用しております。 
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 このデータヘルス計画の中の長中期的目標の一

つとして、新規人工透析患者の抑制としており、

その対策として、網走市国民健康保険糖尿病性腎

症重症化予防プログラム事業を平成28年９月から

実施しております。 

 現在、６名の方がプログラムに参加し、保健師

による家庭訪問などで、生活習慣の改善や受診の

指導などに取り組んでおります。 

 また、ジェネリック医薬品を普及させることに

より、患者負担の軽減や医療費保険財政の健全化

に取り組んでおります。 

 当市のジェネリック導入状況は、国保データ

ベースシステムにより平成28年１月から12月の平

均で69.4％となっており、管内平均の68.9％より

も高く、また、全道平均の69.4％と同数となって

おります。 

また、ジェネリックに関しては差額通知を行っ

ており、これは年１回行っておりますけれども、

29年度からは年２回を予定しております。 

 また、重複受診や多受診者を抽出し、保健師に

よる助言指導により医療費の抑制に努めておりま

す。 

○永本浩子委員 今、糖尿病性腎症の重症化予防

を一番に力を入れながら、また、ジェネリック医

薬品の普及とか、また、重複受診のほうにも力を

入れているというお話をいただきました。 

 現在６人の方が保健師の指導を受けながら重症

化予防に取り組んでいるということで、私として

も大変うれしく思っております。 

 こうした指導が行われずに、もしも重症化して

人工透析になったとすると、年間の医療費は、

今、透析の場合は１人約600万円と言われており

ます。６人で、網走市としては3,600万円。これ

が一生続くわけですけれども、仮に10年として

も、３億6,000万円ということで、大変大きな医

療費の削減につながりますし、さらに、一日おき

に透析をしなくてはならないので、仕事を続ける

ことも困難になり、行く行くは生活保護につな

がったり、また介護にもつながっていくと思いま

すので、そして何より御本人もつらく、御家族も

大変です。非常に有効な取り組みだと思いますの

で、しっかり取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 また、多分この後、呉市は民間企業のデータホ

ライゾン社というところに提携をして、こういっ

た事業を進めてきたのですけれども、データホラ

イゾン社としては、今後、多剤併用、薬のダブり

ですね、私も薬剤師として、いろいろな医療機関

の同種類の薬のダブりとかをチェックして、医師

に問い合わせをしたりもするのですけれども、そ

ういったことがデータとして自動的に検索ができ

るようなところにも今後踏み込んでいきたいとい

う報告もありましたので、またそういった活用の

仕方も今後出てくるかと思いますので、有効に活

用して医療費削減、また市民の健康のために使っ

ていただきたいと思います。 

 それでは次に、介護保険のほうで買い物支援

サービスについてお聞きいたします。 

 今回、新規事業として新たに取り組む事業とい

うことで、まずこの事業の内容を教えていただき

たいと思います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 買い物支援サービス事

業でありますけれども、今回新しく始める介護予

防日常生活支援事業における訪問型サービスに位

置づけまして、支援基本チェックリストで要支援

者相当と判断された高齢者と要支援認定者を対象

に買い物支援を提供することになります。 

○永本浩子委員 具体的にその買い物をしていた

だけたりする方はどういった方が担うようになる

のでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 今回のサービスにつき

ましては、シルバー人材センターに委託をして実

施をすることとしております。 

 シルバー人材センターを選択した理由ですけれ

ども、家事援助になれたヘルパーの有資格者が10

名ほど女性の方でおられるというようなことがご

ざいましたので、シルバー人材センターに委託と

いったことでございます。 

 そして、訪問介護利用者、直近で200名ほど要

支援者、介護サービスを御利用されているのです

けれども、そのうち買い物支援を使っている方は

30人程度といったことで、シルバー人材支援10名

程度の体制でも対応できるのだろうというような

ことでそういった形にしました。 

○永本浩子委員 わかりました。 

また、今回こういった事業を新しく立ち上げた

狙いというか、どういった方向性を目指してこう

いった事業を始めたのでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 サービス利用者に対し

まして、この買い物支援を別枠にすることで通常
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の身体介護や生活援助、ここを中心としたサービ

スの提供が可能となるというようなことがまず１

点ございます。 

また、昨年、国の動向を見ると、要介護１の方

の在宅での生活を援助するサービスのあり方を見

直して、訪問介護における掃除、調理、買い物と

いった、そういった生活援助を介護保険から、給

付から外すというような動向も見受けられました

ので、今後、こういった生活支援サービスの創出

というものが必要になってくることも踏まえまし

て、事業を立ち上げたところでございます。 

○永本浩子委員 今のお話で、私も要支援者の方

とかのその買い物支援とか、そういった軽い内容

のことがだんだん介護保険の中から外されていく

ということも方向性としてあるようでしたので、

こういった形でそこをケアしていくということは

とても大事なことだと思います。 

 また、2025年に向けて、地域包括ケアシステム

の構築というのが、今、大変大事な課題となって

おりまして、こうした取り組みを通して、介護人

材がなかなか確保が難しい段階になったとして

も、介護の資格を持っていなかったとしても、こ

ういう軽い支援に関しては、地域の力で補ってい

くということで、少しずつこの地域力をアップし

ていけるということで大変大事な事業だと思って

おります。 

 また、今お話にもありましたように、ヘルパー

さんに買い物を頼むと１時間はあっという間に

たってしまいまして、このサービスを使うことに

よってこの１時間を掃除とか食事の支度などにさ

らに有効に使えるということで、利用者さんにも

喜ばれる内容のサービスだと思います。シルバー

人材センターの方たちには頑張っていただきなが

ら、これが成功の形で続いていくように、運営の

ほうをよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは次に、訪問型の短期集中予防サービス

事業についてお聞きいたします。 

 従来の通所型ではなくて、今回訪問型の新規事

業として、この事業が立ち上がりましたけれど

も、この内容をまず、教えていただきたいと思い

ます。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 この事業につきまして

も、介護予防日常生活支援総合事業の訪問型サー

ビスの位置づけで実施するものであります。 

内容といたしましては、閉じこもりがちな心身

の状況にある高齢者を対象といたしまして、理学

療法士、作業療法士、言語聴覚士といった専門職

が居宅を訪問し、上限３カ月の期間で社会参加を

目的とした相談、指導、リハビリなどを提供する

サービスになります。 

○永本浩子委員 閉じこもりがちな高齢者のとこ

ろにわざわざ来てくれて、そういったリハビリを

やってくれるというのは、本当に高齢者の方に

とっては大変ありがたいサービスだと思いますけ

れども、このリハビリ専門の人材の確保というこ

とが、ちょっと私としてはそこまで確保ができる

かどうか少し心配な点がありますけれども、この

点に関してはどうお考えでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 今回、北海道リハビリ

テーション専門職協会の御協力をいただいて実施

できるものでございます。所属は明生会ですとか

厚生病院ですとか、そういった医療機関に所属し

ている職員でありますけれども、市の介護予防、

市の認知症予防教室などにも御協力いただいてい

ますし、今回もこの御相談をしたところ、ぜひそ

の地域のリハビリテーションに取り組みたいとい

うような意向を確認とれましたので、この委託に

つながったというようなことがございます。 

ただ、通常、病院の業務もありますので、この

方々がこの事業にフルに動くというようなことに

はちょっとならないのですけれども、できるだけ

地域に出向いていただいて、実施をしていただけ

るというふうなことで御理解をいただいていると

ころでございます。 

○永本浩子委員 そういった意向で快く受けてい

ただいているということで、安心いたしました。 

 また先ほどの買い物支援サービスもそうですけ

れども、多分、一番間に入って対象者を選定した

りとか、次の支援をお願いしたりとかするのが、

多分ケアマネさんが入るようになると思うのです

けれども、今このケアマネも手が足りなくて大変

だという話も聞いておりますけれども、その点は

いかがでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 委員のおっしゃるとお

り、先ほどの買い物支援もそうですが、この短期

集中予防サービス事業につきましても、ケアマネ

ジャーのケアプランに基づいたサービス提供とな

ります。基本的には地域包括支援センターがマネ

ジメントを担うこととなりますけれども、しっか

りそこは連携をして状況確認しながら実施をして



 

－ 258 － 

まいりたいというふうに考えております。 

○永本浩子委員 ぜひ、よろしくお願いします。 

私が父の関係でお世話になっているケアマネさ

んもかなり忙しいというお話も聞いております

し、また地域包括ケアセンターのセンター長さん

たちも本当に追われているという話も聞いたこと

もありますので、ぜひそういったところもいろい

ろと情報交換を密にしながら運営していっていた

だきたいと思います。 

 でも、このサービスによって介護度が軽くなる

ことが十分考えられますので、介護保険の関係で

もとてもいい結果に結びつくのではないかと思っ

ております。 

 また先ほど答弁の中にもありましたけれども、

家に閉じこもっていた高齢者が、このリハビリの

スタッフとまた触れ合うことで、そしてまた自分

自身の体のほうもよくなることで明るくなった

り、社会参加が可能になれば認知症対策にもなり

ますし、孤独死の防止にもつながると思いますの

で、大いに期待したいところですので、よろしく

お願いいたします。 

 それでは次に、成年後見制度推進事業、また成

年後見制度利用支援事業についてお聞きいたしま

す。 

 平成21年から始まった事業だと思いますけれど

も、事業内容と平成21年からの実績をお伺いいた

します。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 成年後見制度利用支援

事業についてでありますけれども、成年後見制度

利用支援事業は、認知症や障がいなどにより判断

能力が不十分な高齢者等対象といたしまして、市

長及び親族による後見等の審判の申し立て費用や

後見人等の報酬を助成する事業であります。 

平成21年度から取り組んでおりますけれども、

これまで市長申し立て11件、親族申し立て１件、

そして後見人等の講習助成が３件といった実績と

なっております 

○永本浩子委員 今現在、この成年後見制度を受

けられている方というのは何人ぐらいいらっしゃ

るのでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 成年後見制度を利用さ

れている方というのは、裁判所が所管になります

のでいろいろな形で利用されている方がいらっ

しゃいますのでそこの実数はちょっと把握してい

ないのですが、今現在、市長申し立ては３件とい

うようなことで御理解をいただければというふう

に思います。 

○永本浩子委員 それでは、市民後見人と言われ

る方は今何人いらっしゃるのでしょうか。 

 また、今後の養成研修の予定などはいつごろと

考えていらっしゃいますでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 市民後見人についてで

ございますけれども、このことにつきましては一

般会計のほうの成年後見制度相談支援事業の中で

実施するものでありまして、生活サポートセン

ターが担う部分ですけれども、平成26年度に市民

後見人養成研修を実施いたしまして24名の方で受

講していただいております。その後、２名ほど実

際に活動していただいた実績がございます。 

 新年度、また市民後見人養成研修は新たに実施

する予定となっております。 

○永本浩子委員 了解いたしました。 

また、この成年後見制度ですけれども、お金と

か財産が絡むことですけれども、これまでに何か

トラブルなどは起きなかったのでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 成年後見制度を活用し

てからのトラブルというものはございません。 

 ただ、市長申し立てに至る経過といたしまし

て、親族がいないですとか、金銭トラブルがあっ

て相談されて市長申し立てにつながったというよ

うなケースはございますけれども、この利用に

伴ってトラブルというものは報告されておりませ

ん。 

○永本浩子委員 安心いたしました。 

今後高齢者の増加に伴って認知症も確実にふえ

てくることと予測されております。身近に親族の

いない高齢者にとってこうした制度があることは

大変ありがたいことだと思っております。高齢化

社会に向けて、市民後見人の養成にも力を入れて

いただき、地域社会での見守りの体制を築いて

いっていただきたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 以上で私の質問を終わらせていただきます。 

○井戸達也委員長 次、田島委員。 

○田島央一委員 それでは、私のほうからは後期

高齢者医療の特別会計に関連して何点か質問をし

てまいります。 

 後期高齢者医療制度の保険料軽減判定の誤りに

よる保険料の過大・過小徴収についてお伺いをし

ていきたいと思います。 
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 私自身ですね、実は網走市を代表しまして、北

海道後期高齢者医療広域連合議会の議員として出

させていただいておりまして、先般、本年の２月

の14日に広域連合議会のほうがございまして、そ

の中でも質疑をさせていただいたのですが、その

ときには、厚生労働省と北海道の広域連合の関係

について質問をさせていただいたのですが、今回

は窓口業務を担う現場の対応ということで、今

回、市のほうに質問をしてまいりたいと思いま

す。 

 まず、保険料の徴収ミスがあったということ

で、昨年の12月27日に厚生労働省から発表があっ

たところなのですが、ここの事実経過についてど

のように把握しているのか、網走市の所見をお伺

いしたいと思います。 

○江口優一保険年金課長 今回の案件についてで

ございますが、平成28年12月27日付、厚生労働省

保険局高齢者医療課事務連絡により、後期高齢者

医療制度の保険料の均等割額の軽減判定における

事務処理システムに制度開始当初から設計誤りが

あり、一部の被保険者において、保険料に賦課誤

りが生じる場合がある旨、把握しております。 

○田島央一委員 承知しました。 

 事実の経過はそういうことで、基本的には厚生

労働省のミスということが第一というか、そこが

基本なのかなと思っています。 

そこで過大・過小徴収となった対象者が、網走

市内でどれぐらいいるのか、把握している数字の

ほうをお伺いしたいと思います。 

○江口優一保険年金課長 ２月17日現在ですけれ

ども、23名の方が対象となっております。 

○田島央一委員 23名ということで、この対象と

なる方、過大徴収、過小徴収とこの内訳が多分あ

ると思うのですが、そこの部分は把握をしている

のでしょうか。お伺いしたいと思います。 

○江口優一保険年金課長 既にこの23名の方の所

得情報につきましては、市において把握できる部

分につきましては、北海道後期高齢者医療広域連

合のほうに送付済みであります。現在、広域連合

のほうにおいて、正しい軽減判定及び保険料の算

定を行っているところであります。結果につきま

しては、今月末か来月上旬には判明すると聞いて

おりますので、それによって保険料に変更があっ

た方の把握が可能になるものと考えております。 

○田島央一委員 はい、承知をしました。来月上

旬ぐらいまでということで、これもどれぐらい人

数がいるのかということで、広域連合の議会の中

で私も質疑したのですが、まだちょっと推計でし

かわからないということで、全国で２万人ぐらい

で影響額が６億円ぐらいじゃないかということぐ

らいしかちょっとまだ答弁ではなかったのです

が、網走市としては23名ということで、その辺も

来月上旬までしっかりはっきりしているのかなと

思います。その内訳の部分に関してですね。 

 次にですね、北海道後期高齢者医療広域連合か

らは、窓口業務を担う市役所に対してどのような

ことが求められているのかお伺いしたいと思いま

す。 

○江口優一保険年金課長 今回の議案に対する市

町村の役割としましては、賦課変更決定通知書の

送付及び還付及び徴収の手続とされております。

国、広域連合からはまだ具体的な対応についての

指示はありませんが、還付追加徴収が判明した被

保険者に対しては、文章による通知のほか、問い

合わせなどがありましたら、丁寧な説明を心がけ

るなど誠意をもって対応していきたいと考えてお

ります。 

○田島央一委員 確認なのですが、あくまで市の

ほうから通知が行くという形で、手続上何か、後

期高齢者医療の被保険者の方から何か申請をして

という形ではないのか、その確認をちょっとさせ

ていただきたいと思います。 

○江口優一保険年金課長 今回の23名の方につき

ましては、保険料が増減、ふえるかふえないかと

いう決定変更通知につきましては、市のほうから

送付する形になるかと思います。 

○田島央一委員 承知をしました。 

 あとですね、システムは改善されるまで、これ

も広域議会で聞いたのですが、平成31年の４月を

めどにシステムのほうが改善されるということ

で、それまでの対応についての説明は広域連合の

ほうからどのようにあったのか、またその内容に

ついてどうなっているのかお伺いしたいと思いま

す。 

○江口優一保険年金課長 このシステム誤りに関

しましては、現在国において、平成31年４月から

運用する標準システムを改修中であります。それ

までの間は、毎月の新規の被保険者の保険料算定

には、国から配布されるツールを用いて広域連合

で適正な保険料計算が行われることとなっており
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ます。 

○田島央一委員 はい、承知をしました。 

対応はそれぞれあって、現場のほうが混乱しな

ければいいなということと、あと被保険者の人が

また混乱をしたりだとか、最近還付だとか詐欺も

多くなっているので、変な誤解をされたりとかそ

ういうことがなければいいなと思っています。市

の現場の対応としては、高齢者の方ということで

なかなか理解しにくい部分があったりとかそう

いったところもあるかもしれませんので、丁寧な

対応をしていただきたいなと思っております。 

そもそも厚生労働省のほうがこのシステムをつ

くった平成20年当時からの誤りが今ごろという

か、昨年の年末に発覚したということで、後期高

齢者医療が始まって平成20年だからもうことしで

９年かな、だから過去８年間分が対象になるので

すが、還付されるのは、この前も広域議会で聞い

たのですが、８年分が還付されるという形で、た

だ過小徴収で２年間分は、少なく払っていた方に

関しては時効もあって過去２年分が請求されると

いうことで、被保険者からしたら何をやっている

のだということと、突然請求が来たりすると

ちょっとびっくりされることもあるので、そこは

保険年金課のほうで非常に丁寧に対応されるとい

うことで先ほども答弁あったので、そのような形

で進めていただければと思っております。 

 以上で私の質問を終わります。 

○井戸達也委員長 次、渡部委員。 

○渡部眞美委員 私のほうから介護特会について

何点か質問をさせていただきます。 

まず初めにですね、地域包括ケアシステムの構

築が重要であるということは、以前にも福祉課の

ほうとお話をさせていただきました。 

 平成29年度、先ほどの議論の中でもありました

ように、新しい認知症初期集中支援推進事業と認

知症地域支援ケア向上事業、内容については先ほ

どの話で言っていることわかったのですけれど

も、やはり網走地域がどのように変わっていくの

か。一人の人を支えるのに沢山のサポートが必要

であり、そのサービスがふえたのだよということ

はわかったのですけれども、やっぱり文字を読ん

でいるとわかりにくいので一つ一つちょっと確認

をさせていただきたいと思います。 

まず、ここは認知症の方ですので、人数の把握

について、現在、要介護、要支援者の中にどれぐ

らいの方が認知症と診断されている方がいらっ

しゃるのか確認をさせてください。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 認知症の方の数でござ

いますけれども、いつも年度末にまとめておりま

すので、昨年３月末の数字になりますが、１号被

保険者1,857人のうち、ほぼ自立のランク１を含

めると1,577人、日常生活に支障を来し注意が必

要なランク２以上の方は1,097人という状況に

なっております。 

○渡部眞美委員 これはあくまでも潜在している

認知症の方が多いということで理解をさせていた

だきます。人数はあくまでも参考であって、サー

ビスを必要としている人、また認知症という診断

を受けていない人はいるということは確かである

ということがわかると思います。 

それでは、新しいこのサービスによって、国か

ら言われて私はこの施策をしなければならないと

いうのはもちろんわかります。網走独自の政策が

必要だということが、国がつくらなければいけな

いものの中に、網走らしさ、地域性というのが必

要だと思うのですが、この認知症のプランに関し

ましては、どのような検討が行われて網走らしさ

というのが今後必要になってくるかという課題と

いうのは何か見えたものはありますか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 認知症施策につきまし

ては、やはり早期発見、早期対応が重要であるた

め、国が示している事業に準じて進めていくわけ

ですけれども、今回、ケア向上事業の中で認知症

地域支援推進員を配置することになります。認知

症地域支援推進員につきましては包括支援セン

ターの職員になりますので、圏域のある程度の状

況なども把握しておりますので、しっかり地域に

出向いてネットワークづくりをしていただいて、

今後その地域の課題、それから資源、そういった

ものを把握していただいて、今後の認知症施策に

つなげていきたいというふうに考えております。 

○渡部眞美委員 包括支援センター２カ所に各１

名認知症地域支援推進員を配置する、そのことは

一定程度評価をさせていただきたいと思います。 

 それでは、昨年、高齢者福祉費のほうで網走市

認知症ケアパス、これを作成しなければいけない

ということで、できたということで見させていた

だきましたが、今後これはどのように活用してい

くのか、どこに配置をされて、その活用方法につ

いてお伺いをしたいと思います。 
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○桶屋盛樹介護福祉課長 認知症ケアパスにつき

ましては、認知症施策の事業の一つとして、平成

28年度に実施をさせていただきました。先月完成

いたしまして、まず3,000部を作成いたしまし

た。 

 今後、この認知症ケアパスにつきましては、医

療機関ですとか公共施設に備えつけるとともに、

市民にもしっかり配布をして、認知症の理解と

いったものを深めていただきたいというふうに考

えております。 

○渡部眞美委員 まずは一般の方が認知症を理解

していただくというような、入り口がそのような

内容になっておりましたので、一般の方もまず見

ていただいて、周りにいる人が認知症かなと思っ

た時点で見るのではなく、誰もがある程度のこと

は知っている特別なことではないのだよというよ

うな周知の仕方をしていただきたいと思います。 

次の質問ですけれども、どうしても事業ですの

で認知症についての事業とただの要介護者の事業

というのが変わっているように事業の中では見ら

れるのですけれども、認定をされていなくても一

人の高齢者として一連のサービスが受けられてい

ることが私は必要だと思うのですけれども、事業

の中でこっちに行ったりあっちに行ったりという

ことではなく、そのような事業、サービスの受け

方が必要だと思っている中で、担当課といたしま

してはどのような工夫というか、その課題に向け

てはどのような注意点が必要だと思っております

か。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 やはり先ほども御説明

しておりますけれども、認知症サポーター養成講

座、また認知症サポーターのいるお店登録といっ

たもので、まず認知症を知る方を地域にふやして

いくというようなことがまず大事だというふうに

考えております。 

そして、今回、介護予防日常生活支援総合事業

の実施に当たりましては、地域包括支援センター

が、マネジメントを今までは要支援者、要介護者

だけだったものがサービス事業対象者に対しても

マネジメントを行うというようなことになります

ので、身体状況や生活状況、そういったものも把

握できますし、その状況に応じたサービスの提供

が可能になってくるのではないかなというふうに

考えております。 

○渡部眞美委員 現場の混乱がなくスムーズにい

けば、それが確立されていくと高齢者の見守り体

制といったところでも一歩進むと思うのですけれ

ども、まずは入り口ですので、現場の混乱がない

ような形も同時にとっていただきたいということ

を申し上げて、その見守り体制の中で一つ確認を

させていただきたいのですが、認知症はどうして

も徘回をしてしまうということで、悩まれている

御家族の方がいらっしゃると思います。 

 その中で、今は網走のそうさく助け合いネット

ワークという登録制のネットワークを組まれて、

それには対応しているということがありました。 

 その中で、やはり登録をしていない人の部分と

いうのは目が届かない部分があるというのが課題

であったと思いますが、そのようなことで今回新

しく認知症のケアが変わるといった中で、ここの

部分のネットワークの構築についてはどのような

検討がなされて今後どのように変わっていくかと

いうことは検討されましたか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 網走そうさく助け合い

ネットワークにつきましては、網走市ケアマネ

ジャー連絡協議会が主体となって設置をしている

ものでございます。 

 現在の登録している認知症高齢者は80名程度。

そして、これは徘回に伴って協力員に一斉にメー

ル送信をして初動捜索するというものなのですけ

れども、その協力員が今98名登録されている状況

となっております。やはり先ほども御説明しまし

たけれども、認知症の方、数字と比較するとやは

り登録が少ないというようなこともございますけ

れども、やはり認知症施策、ケアパスの配付です

とか、認知症地域支援推進員の活動などから地域

にやはり認知症を理解していただいてというのが

まず前段で今後その登録人数もふやしていきたい

というようなことで考えております。 

○渡部眞美委員 今の状態、私はそれはそれでよ

ろしいということと課長も認識同じ部分があると

は思っているのですけれども、一般の方、例えば

コンビニの人ですとか、タクシーの運転手さんで

すとかそういった方を広げていかなければいけな

いというのは認識をしていただいていると私も

思っております。 

それでこの間、高齢者福祉費の中で課長の答弁

があって、介護予防生活支援拠点整備事業という

中で大曲をモデル地区にしてさまざまなものの見

守りですとか、そこの地域のところの答弁を聞い
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ているとここの部分が広がっていけばこの高齢者

の見守りと認知症の徘回のネットワークの構築と

いうのが徐々に広がっていくのではないのかなと

思ったのですけれど、その辺の所見についてお伺

いいたします。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 29年度から始めます生

活支援体制整備事業、このモデルとして大曲地区

をというようなことでございます。まさにこの大

曲地区の取り組みは先進的でありますので、この

モデル事業を広く多地域に広げていって、地域で

この高齢者を見守る体制づくりというのが進めば

というふうに考えております。 

○渡部眞美委員 国は2025年までにということで

どんどん市に対して、市町村に押しつけているよ

うなことがどんどんこれからも出てくると思うの

ですけれども、逆にそれを利用して私は網走らし

い独自の政策をどこか片隅にやって利用して網走

らしい独自の政策になっていくようにしていって

ほしいと思います。 

 次に移ります。 

 生活支援対策整備事業についてなのですけれど

も、今は認知症の方のお話をさせていただきまし

たが、ここでは高齢者の支援体制の充実、社会参

加の促進を一体的に図るとなっておりますが、具

体的にどのようなことかというのが余りよくわか

らなくて、代表質問の市長の答弁には積極的な推

進、地域における課題と社会資源の把握に努めま

す。また、多様な主体と連携していくということ

はあって、すごく前進している、すごいことにな

るのだなというのは、スタートラインだというの

はわかるのですけれども、具体的なこの事業の内

容についてお示しください。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 まず、生活支援体制整

備事業につきましては、基幹型となる第１層の協

議体をつくります。そして、そこに生活支援コー

ディネーターを配置します。 

 協議体の役割ですけれども、地域のニーズ及び

資源の把握並びに情報の見える化、そして企画、

立案、方針の策定、これは生活支援等サービスの

体制整備、これは担い手の養成ですとかサービス

の喪失といったことになります。そして地域づく

りにおける意識統一の場、そして情報交換の場、

これを基幹型の第１層協議体と今回、大曲地区の

ような圏域に第２層目の協議体をつくるというよ

うなことで考えております。 

そして、第１層に配置する生活支援コーディ

ネーターでありますけれども、これは、地域との

ネットワークづくりを推進するということと資源

開発ですね。地域に不足するサービスの創出や

サービスの担い手の養成、そして高齢者等が担い

手として活動する場の確保、こういったものを開

発していく。そしてニーズと取り組みのマッチン

グを行うということが生活支援コーディネーター

の役割になります。 

これをですね、第１層、そして第２層に今後広

げていって、しっかりその地域のニーズ、資源、

課題、こういったものを把握して生活支援の構築

に努めていきたいというふうに考えております。 

○渡部眞美委員 第１層のその部分ができたのだ

よということだけわかりました。 

 第２層についてはこれからまだまだ取り組まな

ければならないという課題があるのだと思います

が、１点確認をさせてください。 

生活支援コーディネーターという言葉が出てき

ましたが、これはきのう確認させていただきまし

た、社会福祉協議会に１名配置をするということ

です。１名ですので、29年度の負担はちょっと大

きいのかなという私は印象を受けました。でも、

いないよりは１名でも私は市にとって高齢者の見

守りから見るといたほうがいいのですけれども、

社会福祉協議会ですから、生活サポートセンター

等がある場所です。 

 そして、この高齢者の見守りという関係では今

度、地域包括支援センターが市内に２カ所ありま

すので、この生活支援コーディネーターの方とい

うのは包括支援センターと生活サポートセン

ター、それは市民の人が生活困窮ということだけ

ではなく相談に訪れる方ですから、その辺の関

連っていうのはどのような形、位置づけになって

おりますか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 生活支援コーディネー

ターの役割になりますけれども、やはりその地域

とのネットワークづくりというのが第一で、その

ほかは関係機関とのネットワークづくりも重要で

あります。そういったものを第１層協議体に１名

を配置して、29年度はまず地域とのネットワーク

づくり、関係機関とのネットワークづくりを重点

的に進めてもらって、今後の第２層目の協議体の

設置の足がかりといいますか、そういったことで

活動していただくことで考えております。 
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 もちろん、地域包括支援センターとの連携も不

可欠ですし、第１層の協議体にはもちろん市も構

成となっておりますので、しっかりそこは連携を

して、ネットワーク化を進めていきたいというふ

うに考えております。 

○渡部眞美委員 いろいろなところと連携をしな

ければならないということと、今度地域にその第

２層をつくるに当たって、町内の方ですとか必ず

民生委員さんの方ですとか、一般市民もかかわっ

て、かかわる方が多くなれば、本当は向上してい

かなければならないのですけれども、一つ団体が

多くなることによって取りまとめていくという大

変さがあると思いますが、それが構築されたとき

には、網走独自の体制づくりということになると

思いますので、私はこのスタートが大事だと思っ

ています。 

 今後、必要な人にサービスが必ず行き届く、た

だ、介護に陥らないことというのも家族にとって

も本人にとっても重要でありますので、その介護

認定を受けて、受けるまでの間、必要な人は受け

たほうがいいですけれども、その見きわめを家族

以外の方がしていかなければならないという、

今、ソフトな部分の前段っていうのがこれまでも

やっていると思うのですけれども、どのようなこ

とが考えられますか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 これまで地域からの情

報でちょっと認知があるようですとか、身体が不

自由ですよというのがあれば、即介護認定という

ようなことになりがちでしたけれども、今度は介

護予防日常生活支援総合事業が始まることによっ

て認定がなくても基本チェックリストでサービス

の提供が可能となります。そういった方々も、地

域包括支援センターがマネジメントを行うように

なるので、幅広い見方ができるのではないかとい

うふうに考えております。 

○渡部眞美委員 私も今、そこの部分ではその

チェックリストで判断ができる、目が今まで行き

届かなかった人に救い上げるようなシステムがあ

るということは、そこは評価をしたいと思いま

す。 

 ですが、この認知症の施策が広がることによっ

て、認知症であると言われた方と一般の介護の

方、支援者、普通の高齢者といった政策が分かれ

ることなく、区別されないで一人の人として地域

で暮らせるということの基本の網走の独自の政策

になっていくことを要望いたしたいと思います。 

以上、質問を終わります。 

○井戸達也委員長 ここで暫時休憩いたします。 

午前11時06分 休憩 

───────────────────────── 

午前11時16分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。質疑を続行します。 

 平賀委員。 

○平賀貴幸委員 それでは、質問をさせていただ

きます。 

 最初に、導水管の更新の状況についてお伺いし

たいというふうに思いますが、これまでも導水管

の事故を含めてさまざまな課題がある中、時間を

かけて少しずつですが導水管の更新は進んできて

いるというふうに思います。 

 懸念も長いものが多いということで、できるだ

け早い時期の更新が望まれるところであります

が、財政の影響ですとか、国の支援の問題とか、

さまざまな課題があって徐々にしか進まない状況

であるというふうに理解をしておりますけども、

平成29年度はどのような状況になるのか伺いたい

と思います。 

○吉田憲弘施設課長 導水管の更新状況と平成29

年度の予定についてですけども、導水管の更新状

況については、総延長約62キロメートルのうち、

更新済み延長は約29.4キロメートルとなっていま

す。更新率は47.4％の状況です。 

また直近の布設がえ工事は、平成22年の２月の

漏水事故を受け、平成23年度、24年度に行った延

長1.3キロメートル、また平成25年２月の漏水事

故を受けて行いました平成25年度、26年度に延長

5.4キロメートルの布設がえ工事を行っておりま

す。 

この5.4キロメートルの布設がえ工事は、当初

平成25年度から31年度の７年間で行うこととして

いました早期修繕困難区間等の前倒し工事として

実施してきたものでございます。このことから現

在は、平成32年度からの本格的な更新工事のため

の更新計画の策定作業を進めているところでござ

います。 

また、平成29年度については、畑の耕作に支障

となる廃止管となった既設導水管の撤去のみの予

定としております。 

○平賀貴幸委員 ただいまの答弁ですと、平成32
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年に本格的な導水管の更新が新たにスタートする

ということでありますので、それまでの間につい

ては小規模の補修ですとか先ほどの答弁にあった

ような、もう使っていないものの撤収だとかそう

いった形での取り組みで計画の策定に充てられる

期間になるということがわかりました。 

 できるだけ早い時期の更新という形で進んでき

ましたが、一定程度のめどが立っている状況で、

また新たな計画だというところも理解させていた

だきましたので、引き続きそこは国の支援の状況

も含めてさまざまな取り組みをしていただきたい

というふうに思います。 

 次に、過去もこれ、よく伺わせていただいてい

るのですが、上下水道料金の考え方についてであ

ります。 

 特に、大型の水利用が想定されるような施設が

網走にできるような場合について、企業の誘致の

観点から考えても料金については一定程度考えな

ければいけない、あるいは水源を別に設けるなど

のことも考えなければいけないということを過去

にもいろいろ議論をさせていただきましたけど

も、平成29年度についてはどのような検討がされ

る感じなのでしょうか。28年度の検討の状況もあ

わせて伺えればと思います。 

○児玉卓巳営業課長 水道事業につきましては、

御承知のとおり、水道水の供給に要する経費を料

金で賄う独立採算の原則に基づいて運営しており

ます。 

 また、料金につきましては、地方公営企業法に

おきましても公正妥当なものでなければならない

と規定され、また下水道事業についても、特別会

計での運営となっております。 

当市の水道料金の体系でございますけれども、

現在、家事用、業務用、工業用など、用途別の従

量制の料金体系をとっておりまして、また、下水

道使用料につきましても、従量制の料金体系を

とっております。 

 そこで例えば、新たに進出等される事業所、工

場等に対しまして、その使用水量により料金面で

の優遇、減免措置等を講じますことは、結果とし

て既存の使用者との不公平感を招くこととなりま

す。企業誘致の促進や使用水量の増加という点を

考慮しましても、水道部としては極めて慎重に検

討をしなければならない事項と考えており、また

その事業所への大量の給水となりますと、既存施

設の改修が必要となることも想定され、そういっ

たさらなる投資の可能性についても、また、検討

が必要かと現在考えております。 

○平賀貴幸委員 検討状況については理解をさせ

ていただきました。 

 水の問題というのはなかなか難しいものがある

というのはこれまでの議論でも私も理解はしてい

るつもりですが、一方で、ここの問題のクリアが

ある程度できるようになると、企業誘致にとって

は大きなメリットがある状況がありますので、引

き続き検討していっていただきたいなというふう

に思います。 

 水道関係の最後の質問ですけれども、国が現

在、水道事業を民営化する法案を国会で審議をす

るというようなお話を伺っているところでありま

す。 

これまでの考え方ですと、もし民営化した場合

についても、施設の更新も含めて企業側の負担に

なるという形だったものですから、特にメリット

もなく、余り進まないようなイメージを私も持っ

ていたのですが、ここに来て検討されているの

は、施設の更新は自治体の責任だけれども、運営

だけ民営化にするような流れであります。民営化

しているところは数としては、国内では少ないで

すけれども、ただその少ない事例を見ていると料

金がかなり大幅に引き上げられているところが多

くてですね、そこは課題となって、課題というよ

りは、はっきり言えば問題になっているような状

況もあって、私はこれは進めるべきではないもの

が国によって進められようとしている、とても看

過しがたい事例だなというふうな認識を持ってい

ます。 

 そこで網走市においても、恐らく水道事業民営

化するような考え方はお持ちでないと思うのです

けれども、どのようなスタンスでいらっしゃるの

か確認させていただきたいと思います。 

○児玉卓巳営業課長 今回、水道法の一部改正が

現在国会で審議されております。 

 この水道法改正の趣旨、背景としましては、人

口減少に伴う水の需要の減少、そして水道施設の

老朽化等に対応して、水道の基盤を強化を図るた

めに、地方公共団体である水道事業者等が水道施

設運営事業に係る公共施設等の運営権、こういっ

たコンセッションと言われる権利を設定する場合

に許可制の導入の措置を講ずるものとして改正が
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予定されております。 

 今回のこの改正の部分で、人口減少の水の需要

の減少、水道施設の老朽化への対応、これはまさ

しく当市におきましても最重要の課題でございま

す。 

 公共施設の運営権というのは民営化につながる

部分だという御指摘もありますが、ＰＦＩの一つ

の類型で、利用料金の徴収そのものを企業、株式

会社、こちらに渡してしまうと。想定されている

のは、20年から30年と相当長期間にわたって、施

設の所有権は水道の事業体、自治体が持っていな

がらも、運営権そのものは、料金の徴収も含めて

特別会社に譲り渡そうとするものでございます。 

 それで、今回の法改正の柱となっております、

この官民連携の推進とあわせて広域化の推進とい

うことも大きな柱となっております。 

 ここにつきまして、今後、北海道が設置をしま

す広域連携を推進する協議の場、こちらにつきま

して、官民連携についても話し合う予定となって

おります。当市としましては、その議論を踏まえ

て、慎重に検討を行っていきたいという考えでご

ざいます。 

○平賀貴幸委員 水道はライフラインであります

ので、慎重の上にも慎重にということが私は大事

だと思いますし、できればそういう形のものをし

ないほうがこれまでの事例、少ないのですけれど

も、しないのは、見ていてもいいのだろうという

ふうに思っておりますので、ぜひ、そこは余り積

極的に進めない方向で臨んでいただきたいと思い

ます。 

それでは続いて介護保険特別会計の関係の質問

に移らせていただきます。 

 最初に、居宅介護サービスについてお伺いさせ

ていただきたいと思いますが、今回の文教民生委

員会の説明を受けて、補正の説明を受けたとこ

ろ、通所リハビリテーションと訪問リハビリテー

ションが増加していることが読み取れる内容であ

りました。 

 来年度以降も恐らくこの利用の増加は続くと思

いますし、先ほど来、議論にあります新たな介護

保険のサービスの中でも、こうしたものはますま

す重要度は増していくのだというふうに思いま

す。 

 このサービスの提供体制の維持というのはとて

も大切でありますが、短期的にはそれほど心配な

いということは理解できるのですけれども、中長

期的に見て見通せるのかどうか、見解を伺いたい

と思います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 居宅サービスにおけま

す通所リハビリテーションと訪問リハビリテー

ションについてでございますけれども、当該事業

につきましては、委員のおっしゃるとおり年々利

用者が増加傾向にありまして、平成28年度におい

ても、同年度同期との比較で増加しているのが現

状です。 

市内に事業所が訪問リハビリテーションは２カ

所、通所リハビリテーションが３カ所あり、今後

も受け入れは可能というふうに認識しております

けれども、新年度に第７期計画の策定に向けた

サービス見込み量調査を実施しますので、そこで

しっかり実態を把握していきたいというふうに考

えております。 

○平賀貴幸委員 はい、第７期の計画での把握と

いうことでした。計画についてはまた最後のほう

にふれさせていただきます。そこはやっぱり大事

になるということが改めてわかったわけでありま

す。 

 続いて介護予防生活支援サービス事業について

ですけれども、細かい事業の内容については各委

員から質問がありましたので、私からまず事業の

内容を１点だけちょっと確認させていただきます

けれど、買い物支援事業、当初シルバー人材セン

ターからのスタートだということでありますけれ

ども、今後は、そのほかさまざまな事業体などに

拡大をしていくということが多分この事業は大事

だろうというふうに思います。今は人数が少ない

ので、多分シルバー人材センターさんだけなので

すけれども、そういった考え方を持ちながら事業

をやっていくということで間違いなかったでしょ

うか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 買い物支援事業につき

ましては、平成29年度シルバー人材センターへの

委託により実施しますけれども、市内には宅配事

業者や、勿論スーパーなどでも宅配なども実施し

ておりますので、将来的にはそういった部分も含

めた形の中で買い物支援というものを考えていき

たいというふうに思います。 

○平賀貴幸委員 まさにそのとおりの考え方が大

事で、ここをきっかけに今まで余り介護にかか

わってこなかったこともうまくかかわれるように
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すると、これは実はできるサービスというふうに

裏返すとなるものですから、ぜひそういった考え

方を持ちながら進めていっていただきたいと思い

ますが、そこで伺わせていただきますけれども、

新たに実施するさまざまな事業を含めて、事業が

えになってここでやる事業を含めてですけれど

も、これで果たして十分なのかというふうな捉え

方をしております。 

 私はまだまだ足りない事業があるというふうに

考えておるのですが、原課としてはどう捉えてい

らっしゃるのか、また足りないものがあるとすれ

ば、今後どのようなものが必要になるというふう

に現状では想定されているのか伺いたいと思いま

す。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 介護予防生活支援サー

ビス事業につきましては、予防給付から移行され

る訪問介護と通所介護に相当するサービス、それ

と多様なサービス並びにその他生活支援サービ

ス、この三つの区分により実施されることになり

ます。 

今後、事業者と連携した緩和した基準による

サービス、そして地域ボランティアと連携した

サービスの創出が必要となると思います。 

 今回、再編する中で、やはり不足しているなと

いうふうに感じているのは、やはり地域がかかわ

る部分が、今後、高齢化の進展に伴いましてニー

ズとして出てくることが考えられますので、やは

り課題としては担い手の育成、確保といったこと

が重要になるのではないかなというふうに考えて

おります。 

○平賀貴幸委員 かかわりをふやす分野をふやし

ていくという意味でもそこは大事だということで

見解一致するところでありまして、やはりそこは

市民部との連携というのがとても大事になるとい

うことで、従来から意識を持った取り組みをとい

うふうに市民部に対してそこは申し上げてきたと

ころであります。ぜひ、介護保険のほうからも働

きかけを強めていただきたいというふうに思うと

ころでありますが、ちょうどあすですか、シズ

ネットさんの代表の方が来て講演があるというこ

とで、そこがまた一つのスタートになると思いま

すが、私もこの世界に入って15年ぐらい、もうな

りますけれどもそのころからシズネットさん、前

の代表の岩見さんがもう先進的にそういう部分を

取り組まれていた団体ですから、ぜひそういった

ところの情報も取り入れながらやっていただきた

いというふうに思います。 

 一方で、今後、新しい取り組みになりますと、

最初に集中介入期というのがあって、まず廃用症

候群から脱却するというところがまず大事になっ

てくると思います。それから、移行期としてその

廃用症候群から脱し出た状態を、少しでも元気に

なっていくという形の取り組みをする、そして、

その後生活期ということで日常生活に戻っていく

というような流れをどうつくり出すかというのが

とても大切で、この３段階の流れができるだけス

ムーズに流れていくことが大切なことになるとい

うふうに思います。 

 集中介入期には、先ほど申し上げた通所リハビ

リテーションだとか、訪問リハビリテーション、

あるいは、短期集中予防サービスなどのサービス

を受けて廃用症候群から脱却する。そして、移行

期としては、地域リハビリテーション支援などさ

まざまなサービスを受けると。その後、元気に

なった高齢者の方々は、生活期として地域で活動

するわけなので、高齢者のふれあいの家ですと

か、シルバー人材センター、とても元気になって

いるのですけれども、シルバー人材センターです

とか、そういった流れになるのかなというふうに

思いますけれども、この基本的な流れから考えて

いくときに十分でないものは、先ほどのものはど

ちらかというと集中介入期から移行期のものだと

いうふうな感覚なのですけれども、やはり生活期

の活動場所だというふうに思うのです。ここは限

られた場所しか現状ではなかなかないなと考える

のですけれども、担当課としてはどう捉えてい

らっしゃるのでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 高齢者の生活期の活動

の場所といったことでございますけれども、確か

に委員おっしゃるとおり、現状では高齢者ふれあ

いの家ですとか、らくらく健康トレーニングと

いった場しかないような状況でございます。 

 今後、やはり元気な高齢者がふえてきた場合に

そういった高齢者が活躍する場の創出が必要とい

うふうに考えておりますので、そういった部分も

その地域の生活支援体制整備事業を進める中で、

地域の現状なども把握しながら検討していきたい

というふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 そういった取り組みもシズネッ

トさんも先行しているので、ぜひそこも参考にし
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ながら、あすはしていただきたいと思いますけれ

ども、そういった意味で、やはり生活の場所とい

うのが大事だと、生活期がまだまだ拡大が必要だ

ということが改めて認識できたところでありま

す。 

また、今後の体制を確立するための一里塚とし

てだと思いますけれども、第１層の生活支援コー

ディネーターを社会福祉協議会に配置するという

ことでありますが、それで第２層の協議体、大曲

地区をモデルに整備をするという補正であるとい

うふうに理解をしています。 

 そこで伺いますが、第２層の協議体にもコー

ディネーターを置くことが本当は望ましいのです

けれども、大曲地区の場合についてはどのような

感じになるのでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 生活支援体制整備事業

につきましては、国が示している部分では、第１

層協議体にも第２層協議体にも生活支援コーディ

ネーターをといったことなのですが、この生活支

援コーディネーター、先ほども御説明しておりま

すけれども、大変その専門性を要するというよう

な部分がございますので、なかなかそういった人

材の確保も難しい状況が考えられますので、今の

段階では、地域にその第１層の生活支援コーディ

ネーターにつなぐ地域協力員的なものを配置でき

ればというふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 現状での体制というのは理解を

するところであります。大曲には大曲レインボー

ハイツさんありますので、行く行くはそこに置い

ていくということも一つの選択肢かなというふう

に思いますが、まずはその協力員で第２層のコー

ディネーターの機能を全部は難しいのでしょうけ

れども、ある程度は複数名で担っていくようなイ

メージで進めていっていただければいいなという

ふうに思いますけれども、その第２層の協議体は

もちろん将来的にだと思いますけれども、大曲地

区だけではなくて、市内数カ所に設置していく予

定なのだと思いますが、どんな範囲でいつごろを

めどに設置していくという考え方をお持ちなので

しょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 当初、平成29年度は、

第１層の協議体を設置して生活支援コーディネー

ターを配置するという計画でありましたが、大曲

地区が先進的な取り組みを進めているといったこ

とを踏まえまして、第２層のモデル事業というよ

うなことで考えたところであります。 

 第２層の協議体につきましては、生活支援コー

ディネーターが平成29年度中に、地域のネット

ワーク化をそこを重点的に進めてですね、平成30

年度以降、少しずつ設置できればなというふうに

考えております。 

○平賀貴幸委員 平成30年以降ということで、時

間をかけながらということになると思いますが、

急いては事をし損じるというのもあるのだと思い

ますが、そこの方々、地域で暮らす方々ができる

だけ不便にならない形での事業の実施ができるよ

う、できるだけ早い時期の設置というのも多分大

事なので、そこはバランスをとりながら進めて

いっていただきたいと思いますが、ところでこの

第１層、第２層の協議体の役割というのは、求め

られているのは、実は地域包括支援センターがで

きたときに求められたやっぱりそのものがこっち

にも求められるのですけれども、確認しておきた

いのですけれども、こういうふうな状況になった

ときの地域包括支援センターの役割は、同じ役割

を持ちつつ、第１層、第２層のこういった協議体

も動いていくというようなイメージでよかったの

でしょうか。網走市の場合はどう扱っていくのか

確認させていただきたいと思います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 もちろんその地域包括

支援センターにつきましては、高齢者支援といっ

た部分では外せない機関でございますので、しっ

かりこの第１層、第２層協議体と連携をしながら

この生活支援体制整備事業を進めていければとい

うふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 そうしますと、もともと包括支

援センターにも新たな地域資源を開発していくで

すとか資源と資源をつなげていくだとかそういう

役割があってですね、そこも大事な役割というふ

うにされておりましたので、そこの役割をしっか

りとお互い持ち合わせながら協力していくという

ことをぜひ包括支援センターのほうにも確認しな

がら進めていっていただくことで、よりよい事業

が進んでいくというふうに思いますので、そこは

よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 一方、もう少し第２層の協議体の話をさせてい

ただきますが、中心市街地にも第２層の協議体を

設置する必要が私はあると思っておりますが、現

状の状況を考えますと、拠点や中心となる団体が

ないので困難になるだろうということも一方で推
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測できます。高齢者ふれあいの家など中心市街地

を見るとないのですね。 

 ３日目の商工労働に関する質問の中でも、まち

づくり会社に第２層の協議体の中核として入って

いただいて、生活支援コーディネーターを配置す

る必要性があるということを質問の中で申し上げ

ました。 

 私はこの新設予定のまちづくり会社は、第２層

だけではなくて、そもそも第１層の協議体の中に

加わっているべきだというふうに思っておりま

す。 

また、まちづくり会社を中核団体の一つとして

つくるこの第２層協議体とそこから生み出される

生活期の活動というのは、市内各所に今後、先ほ

どの答弁のように第２層の協議体が設置されたと

きに、それでもなお対応し切れない元気になった

高齢者の活躍の場を提供する役割を持つような、

中核的な第２層の協議体になってくれたらいいの

ではないかというふうに思うわけです。それは交

通の便とか、さまざまな条件がそろっているとい

うことなのですけれども、シルバー人材センター

で仕事ができるまではいかないのだけど元気に

なった人の活躍の場をつくるということが大事な

ことなのですね。そこの活動の場として提供する

コンテンツは中心市街地にこそたくさんあるもの

ですから、そういった役割のようなものの必要が

あるというふうに思いますが、市内各所のそう

いった機能、補完する役割を持ちながら重層的な

支援が可能となると思いますが、この辺について

は、介護保険課としてはどうお考えでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 まちづくり会社に関す

ることでございますけれども、まちづくり会社が

今後どのように、どんな役割を持ってどのように

ちょっと進んでいるのか、私ちょっと把握してい

ませんけれども、第１層、第２層の協議体につき

ましては、その構成となるのはもちろん地域です

とか、その中にその生活支援を担う担い手ですと

か、生活支援サービス提供者というものが入って

きますので、そのまちづくり会社が将来的にそう

いった高齢者支援というような部分で活動される

のであれば、協議体の構成となり得るというふう

に考えております。 

○平賀貴幸委員 認識としては共有できたという

ふうに思いますが、いずれにしましても、これま

ではその介護保険を進めようというときには、介

護保険の担当部署、それから市民部がどうかか

わっていくかという連携が大事だったのですけれ

ども、この形になって実は商工の部分が連携する

という形がうまくできていかないと、第２層の協

議体ができて生活期になったときのシルバー人材

センターや仕事までいかないのだけれど活躍する

方々の場を保障する、つまり言いかえると、自分

は社会に役に立っている存在なのだというふうに

思いながら、わずかだけど収入を得るような形の

活動、それによって充実した高齢期を送れるとい

うことは実はなかなか難しいということがありま

す。 

 ぜひここは、全市で取り組む課題だということ

を改めて認識しながら取り組んでいただくこと

で、よりよい網走らしい介護保険の事業をつくっ

ていただきたいと思います。 

 続いて、介護人材の確保について伺わせていた

だきたいというふうに思います。 

介護人材を確保するための事業としての取り組

みは、網走市ではまだ緒についたところだという

ふうに思います。現状ではもっと、最も早く取り

組めるものには有資格者の確保ということがある

と思いまして、一定の割合でその有資格者を雇用

するなどのことの条件をクリアすると受けられる

処遇改善加算が３段階あるということになってお

ります。 

網走市内の事業所の全てでこれが満度に受けら

れることが労働者の賃金向上、待遇向上にとって

望ましいというふうに考えますけれども、現状ど

のようになっているのか伺いたいと思います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 当市における介護職員

処遇改善加算でありますけれども、この加算を受

けられる対象法人につきましては、20カ所ござい

ます。 

 そのうち、加算している法人は16、加算をして

いない法人は４カ所というような内訳になってお

ります。この加算している法人16カ所の内訳です

けれども、加算１が12カ所、加算２が４カ所と

なっております。 

○平賀貴幸委員 ４カ所が加算受けられていない

ということで、加算受けられることのほうがより

賃金はよくなるわけですから、介護人材の確保に

もつながるので、ぜひそこは受けるように促して

いく必要があるなというふうに改めて思いますけ

れども、加算３がないということであります。
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１、２、３と順番に加算を受けられる額が上がっ

ていくのだという認識を持っておりますけれど

も、これはなぜ３がないのでしょうか。それだけ

網走市は介護人材がいない地域だということなの

でしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 その部分につきまして

は、また第７期計画のサービス見込み量調査の時

に合わせてちょっと確認はさせていただきますけ

れども、現段階で言えるのは、要件に合致しない

というふうなことだというふうに認識をしており

ます。 

○平賀貴幸委員 要件に合致しないというのは、

いろいろあるのだと思います。 

 制度のたてつけの問題で要件に合致させていな

いところもあるのかもしれませんし、それから、

やはり介護人材が３になるような人材がそろって

いる事業所は少ないという現状があるからなのか

もしれません。ここはしっかり調査をしていって

明らかにすることが多分大事なことなのではない

かというふうに思いますけれども、いかがでしょ

うか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 介護職につき、やはり

離職率が高いとのこともございますので、その要

件、その理由の一つとして、低賃金ということも

あろうかと思いますので、この部分はしっかり事

業所と連携をしながら実態を把握して、その加算

を促していきたいというふうに考えております。 

○平賀貴幸委員 この加算の制度設計については

実は働いている労働者の人たちは余りよくわかっ

てないというふうに私は理解しておりますが、経

営側は理解しているはずなのですね。それでやら

ない理由は恐らく介護保険の特殊な制度設計、障

がい者のほうと違うのですけれども、処遇改善加

算が上がると、たしか介護の利用者の自己負担が

上がるというような制度設計のたてつけになって

いるので、それを防ぐという意識もあるのかなと

いうのが一つとやはり介護人材が足りないので３

まで受けられないという実態があるという、その

多分二つの理由しかない。もしくは、制度そのも

のを理解できていないかなのですけれども、ここ

は３になると相当思った以上に多くの加算が受け

られて、介護労働者の方の処遇改善が相当できる

のは多分御理解いただいていると思うので、ぜひ

ここは調査しながら３になるような支援の取り組

みをしていただきたいのですけれども、そこで今

申し上げたようにこのたてつけが私はよくないの

だと思っておりまして、その処遇改善加算を受け

ると利用負担額が上昇するように連動せずに、本

当は本来分離するべきものなのになぜかそうなっ

ているのですよね。そうすると、社会福祉法人減

免がある事業所についてはそこを気にしなくてい

いので、本当は３にできるのだけれども、してい

ないのは多分人材が確保できていないからという

理由だというふうに思うので、社会福祉法人につ

いては多分人材確保できていないという現状があ

るのは、調べなくてもそうだというふうに多分言

えると思うのですけれども、社会福祉法人以外に

もこの減免はたしか網走市のほうは適用を拡大さ

れているというふうに思っておりましたが、全て

の法人が、この社会福祉法人減免の適用を申請し

て受けている状態になっているのでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 まず加算を取得してい

ない理由といたしましては、これは事業所に確認

した内容ですけれども、やはりその職種によっ

て、法人内における賃金体系のバランスがまず崩

れるということがまず１点あるのと、委員おっ

しゃるとおり、利用者負担の上昇抑制というよう

な部分でこの加算をしていないというようなこと

も見受けられるところでございます。 

 社会福祉法人減免ですけれども、本来は社会福

祉法人が国の制度でいけば該当になるのですが、

当市の場合は、社会福祉法人減免に取り組む事業

所でこの制度を実施しておりますけれども、市内

で今８法人13事業所が実施している状況でござい

ます。全ての事業所が実施しているということで

はございません。 

○平賀貴幸委員 それはやはりその介護人材の離

職を防ぐためには、この賃金上昇含めた処遇待遇

の改善というのは欠かせないのだと思っておりま

す。 

 そうすると、今全ての事業所が受けていないと

いう社会福祉法人減免について、事業者が申請を

して活用することで、少なくても自己負担、利用

者さんの、高齢者の方々の自己負担がふえるから

処遇改善加算を受けないようにしようというよう

なことはなくなるのだと思うのです。 

 そうすると恐らく網走市の財政的な負担がふえ

てくるので、秋葉財政課長の顔がちょっと曇るの

かもしれませんけれども、しかし、ここは考えど

ころでありまして、介護人材を確保するために事
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業者の運営支援を行うよりもですね、直接介護労

働者の賃金上昇を国の制度を使って実現しながら

利用者の自己負担の軽減を図っていったほうが私

は制度の運用としては適切だと思うのですけれど

も、いかがでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 やはり介護職のリスク

防止というようなところは、やはり先ほども申し

ましたが一つの要因として低賃金というようなこ

ともあろうかと思いますので、その処遇改善加算

の取得については事業所にしっかり促していきた

いというふうに思います。 

 また社会福祉法人減免につきましても、これは

あくまで事業所の考え方なので、取り組む、取り

組まないというのは事業者の考え方になりますの

で、どこの事業所もこの制度があるのは理解いた

だいているとは思うのですが、何かしらの理由が

あって実施していないという現実もあろうかと思

いますので、その部分も把握していきたいという

ふうに考えてございます。 

○平賀貴幸委員 ぜひそこも把握をしていただい

た上でできるだけその社会福祉法人減免を受け

て、利用者さんの自己負担が抑えられるけれど

も、処遇は改善されるという状態、私はつくって

いったほうがいいと思いますので、ここは財政に

はいろいろ言われるのかもしれませんが、しっか

りと介護保険のほうが頑張ってですね、やってい

ただきたいというふうに思います。 

 この議論を踏まえた上で、第７期の介護保険計

画の策定が行われるということを伺いたいという

ふうに思いますけれども、以前も質問させていた

だきましたが、やはりその介護度の改善状況の調

査というのをやっていかないと、網走市における

介護保険のサービスが果たして適切に行われてい

て、介護度の改善に貢献できているのかできてい

ないのか、よくわからないような形になると思う

のですよね。なかなか手間のかかることでもあり

ますけれども、ぜひ調査が必要だと思いますけれ

ども、第７期の介護保険計画策定においてはこう

いったことは取り組まれるというふうに理解して

いいのでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 以前に御指摘をいただ

いて、その後、更新認定する方につきましてはど

ういった動きなのかというふうなことで把握する

ようにしておりますので、そういった部分ももち

ろん介護保険計画の中に盛り込めればなというふ

うに考えております。 

○平賀貴幸委員 素早い取り組みがあったという

こと理解させていただきましたので、ぜひそこは

取り入れていただきたいというふうに思います

が、介護人材の確保のための取り組みもこの計画

の策定にはぜひ入れていただきたいというふうな

ことを、たしか第６期の計画の策定のときには申

し上げたのですが、そのときにはさまざまな理由

から盛り込まれなかったのだけども配慮はしてい

くのだという答弁でありました。 

ぜひこの第７期の介護計画には、人材の確保を

しっかりうたった上でその取り組みの方法なども

記載していく必要が私はあると思うのですけれど

も、その辺の基本的な考え方はいかがでしょう

か。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 介護人材の確保という

のは大変重要な問題であると認識しております

し、平成28年度から介護人材確保事業に取り組ん

でおりますので、そして、今後も継続していくと

いうことでおりますので、もちろん第７期計画の

中には盛り込んでいきたいというふうに考えてお

ります。 

○平賀貴幸委員 はい、盛り込まれるということ

でよい計画になってくれればと思います。 

それとあわせてですね、介護の人材を確保する

ための視点というのは、処遇の待遇、処遇改善の

加算もそうなのですけれども、介護労働をどう

やって、軽労働化といったら言い方おかしいので

すけれども、今より少しでも負担の少ない労働に

変えていくのかということが多分大事だと思いま

す。 

それはロボットを使うというのも一つの方法で

はありますが、一番いいのは寝たきりの方を減ら

していくということ、寝たきりゼロを目指すのだ

というところを取り組んでいくことだと思いま

す。これは言うがやすし行うのは本当に難しいと

いうものでありますが、しかしできないものでは

なくて、やれている地域はこの国内にもあります

し、海外に広げると、こんなに寝たきりの方が多

いのは多分日本ぐらいなのではないかと言われる

ぐらいの状況でありまして、日本だけが寝たきり

になる方が特別に多い国では本当はないのですけ

れども、サービスのこれまでの提供の仕方や制度

のたてつけの考え方がこういう状況を生み出した

ままでいるということだというふうに思います。 
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 その日に初めて働いた人が、すぐ介護できると

いうことを基本にしながら、サービスの提供を

やっている終末期の事業所を私も、これ四国にあ

るのですけれども、実際見てきております。 

 もうあと１カ月ないし２週間後にお亡くなりに

なるような方々が、日中暮らして夜もそこで寝

て、朝起きてという暮らしをしているのです。そ

こに住んでいる方々は、食事の介助を受けたりす

るのですけれども、基本的にはできるだけ自分で

食べていく、昼間に。そして、トイレにも、支援

は受けるのですけれども、おむつなど使わずに、

自分でしているのですね。そこに最初に来た人

は、胃ろうをつけた人もいるのですけれども、そ

の胃ろうを外すための支援をしっかり行って、口

から、流動食ですけれども食べられるような形に

して自立まではいかないのだけれども、一定程度

の意志を持った生活ができるような形にしている

のです。そうすることによって、介護が重度では

なくなる、重労働ではなくなるのですね。それが

終末期の施設で行われている実態があるのです。

これ道内にも、実はあるのですけれども、そう

いったことを考えると、やってできないわけでは

ないのだけども、やるには相当覚悟が要ることだ

というふうには思います。 

 しかし、長期的に介護の人材の不足、これ医療

もそうですけども、予測される中で、介護度を下

げる取り組み、そして介護度が上がらない状態で

の事業がやれるということはとても大切なことだ

と思いますが、ぜひ第７期の介護保険計画の策定

においては、こういったことも議論しながら、可

能であればこの計画の中に寝たきりゼロを目指そ

うということが盛り込まれることが望ましい、ま

ず目指そうを盛り込まれない限りは始まらないと

思うのです。そこが望ましいと思うのですけど

も、原課の考え方を伺いたいと思います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 大変すばらしい取り組

みだというふうに思います。事業所の意見をお聞

きしながら、先進的な地域の事例を参考にしなが

ら検討してまいりたいというふうに考えていま

す。 

○平賀貴幸委員 いろいろ現場から反発が出るこ

とも予想されることをあえて申し上げなければい

けない、もうそういう時代にあるのだというふう

に私は思いますので、ぜひここは丁寧に説明、事

例紹介をしながら、まずは目標を立てるところか

ら何事も始まるのだと思いますので、ぜひ取り組

んでいただきたいということを申し上げて、私の

質問を終わります。 

○井戸達也委員長 ここで昼食のため休憩といた

します。 

 再開は午後１時とします。 

午前11時58分 休憩 

午後１時00分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 質疑を続行します。 

 金兵委員。 

○金兵智則委員 それではまず初めに、網走港整

備特別会計について伺っていきます。 

長年の懸案事項で土地の売却というのを進めて

いかなければならないという状況にありますが、

まず今年度の実績と来年度の見込みというのもあ

ればお示しいただきたいというふうに思います。 

○山本規与思港湾課長 平成28年度網走港整備特

別会計における土地売却の実績についてでござい

ますが、１件で面積は2,900平米、契約金額は約

4,260万円となってございます。 

 平成29年度における売却の見込みでございます

けれども、現在ですね、土地の購入をいただくこ

とが決まっている方はおりませんけれども、現在

漁業者の方との間で売却交渉を進めている案件が

数件ございます。 

そのほかにも現在、利用者の意向によりまして

貸付契約を行っている土地につきましても、早期

の売却に向けて交渉を進めているところでござい

ますので、今後、引き続き売却に向けて取り組み

を進めてまいりたいと思っております。 

○金兵智則委員 今年度、28年度が１件で、29年

度確約はないがお話ししている件が数件あるとい

うことでございます。 

今、まだ土地が売却しなければいけない土地、

まだ残っているというふうに思いますけれども、

それが仮に全部売れたときには、どのくらいの金

額になるのか。また、赤字というのか、黒字にな

るという見込みでよかったのかお伺いしたいとい

うふうに思います。 

○山本規与思港湾課長 現在まで売却されている

土地は、10万1,425平米ございまして、残りの売

却可能面積が11万9,022平米ございます。この残

りの面積全部を売却した場合、大きな面積を全て
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大面積特例の価格を勘案して売却した場合につき

ましては、13億4,970万円ほどになります。平成

28年度の決算見込みでは、赤字といいますか繰り

上げ充用金の見込み額は12億2,579万円ほどを見

込んでおりますので、全て売れた場合には赤字の

解消が見込める状況にございます。 

○金兵智則委員 最大割引で売ったとしても黒字

になるということでありますので、やっぱり売却

を進めていかなければいけないというのがはっき

りしております。 

 今、29年度については漁業関係者と数件お話が

あったということでありますが、より積極的な売

り込みをしていかなければいけないというふうに

ありますが、今後の取り組みについて、どのよう

なお考えがあるのかお示しいただきたいというふ

うに思います。 

○山本規与思港湾課長 今現在、企業とかには誘

致が進んでいる状況にはございませんけれども、

港湾貨物の荷主業者などの情報も船舶代理店から

適宜、収集してまいりまして、また企業誘致関係

部局であります経済部などとも情報交換しながら

進出の見込みがある企業に対しまして、積極的に

セールスを行っていきたいと考えております。 

○金兵智則委員 少しずつでも進んできていると

いう実績もらえますし、今後も、より一層進めて

いただくようにお願いをしたいというふうに思い

ます。 

続きまして水道部関係の質問に移りたいという

ふうに思います。 

 まず初めに、水源地植林事業というものについ

てお伺いしたいというふうに思います。この事業

は、水源地の草刈りのために今年度まで継続され

ていた事業でありますが、来年度は事業が行われ

ないということで予算が計上されておりません。 

 本年度までは10万円ぐらい、十万何千円だった

と思いますが、予算が毎年計上されておりまし

た。 

 一方で、水道事業会計の予算書を見ると、収益

的支出の営業費用、原水及び浄水費の委託料の中

身が草刈り業務委託というふうになっております

が、本年度が234万円から来年度368万円と増加し

ております。 

 ここに組み込まれるような形なのかなというふ

うにちょっと思ったのですが、この事業が終了し

た理由とこっちに組み込まれるようになったのか

お伺いしたいというふうに思います。 

○吉田憲弘施設課長 初めに、水源涵養林整備事

業について簡単に御説明いたします。 

 この事業は、水道水源地となります森林資源の

確保を図ることを目的に北海道の森林環境保全整

備事業に係る補助金の交付を受けて行っている事

業でございます。 

事業内容については、大空町東藻琴字山里にあ

ります第３水源地付近における約23.5ヘクタール

において、植林と補植、またその生育確保のため

の下草刈りとなっております。 

植林等については、平成15年度から平成22年度

にかけて実施しております。その後は、生育確保

のため下草刈りを平成28年度まで実施してきてお

りました。実際に請け負っていただいた、網走地

区森林組合さんの意見も踏まえ、最後の植林とな

りました平成22年度の苗木の生育状況により、平

成28年度をもって事業を終了したところでありま

す。 

あと、収益的支出に計上されている草刈り業務

でございますけども、これについては、水源地及

び浄水場等の敷地内の草刈りを定期的に行うもの

でございます。 

○金兵智則委員 はい、収益的支出の委託料のほ

うとは中身が違うということで、植林が一定程度

進んだのでもう事業が終わったということで理解

をさせていただきたいというふうに思いますが、

それではその委託料が約130万円ちょっと増加し

ているのですけれども、この理由って何でしょう

か。 

○吉田憲弘施設課長 予算書の９ページの収益支

出の委託料でございますけれども、中身について

は、草刈り業務だけではなくて、草刈り業務につ

いては従前と同じ業務量になっているのですけど

も、そのほかの委託がふえている状況にありま

す。 

○金兵智則委員 では、この予算の部分で、など

の部分がふえているということなのかなというふ

うに思いますが、そのなどの中身を後ほどでも構

いませんのでお示しいただけたらなというふうに

思います。 

 では、次の質問に移ります。 

 次はペットボトル事業です。 

 こちらも平成28年度で終了ということになって

いる事業であります。網走の天然水というペット
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ボトルの水でございましたが、おいしい水のＰＲ

や市のＰＲのためにイベントなどで提供されて、

東日本大震災のときには、水不足対策のために被

災地への提供も行われたと記憶しております。 

 しかしながら、以前私も質問させていただいた

ときには、売れば売るほど赤字になってしまうと

いう状態でありまして、例えばロット数をふやす

ことなどにより製造コストを削減し、何とか採算

のとれるものにしていきたいというような方策を

考えていらっしゃったと思いますが、事業が終了

ということですので、それが難しかったのかなと

いうふうに思うところでありますが、ペットボト

ル事業の状況と事業終了の理由についてお伺いし

たいというふうに思います。 

○児玉卓巳営業課長 ペットボトル事業につい

て、まず事業の概要としましては、網走の天然水

というネーミングで、市民に対しましては良質な

水道水のＰＲとしまして、また市民以外の方へ飲

料水や観光のお土産として販売を行い、網走の水

質のよさや網走の知名度を高め、そして使用水量

の増加促進という目的で、平成20年度からこの事

業を開始しまして、製造販売及び各種イベントな

どへの提供を行ってまいりました。 

 この間、９年間たちますけども、道の駅ですと

か観光施設、ホテル、商店、コンビニなどは随時

販路の拡大を図ってまいりまして、ここ数年間

は、年間の販売量でいいますと、本数で約１万

5,000本を３年程度はキープしているという状況

にございました。 

 ただ、製造経費と売上収入の収支では、過去の

議会でも議論、指摘をされておりますけども、製

造するロット数をふやすことによって、単価は下

がるのですけども、この水自体が賞味期限が２年

程度という部分があって、実際の販売のほうは１

年半程度しか販売ができないといったこと、あ

と、現在は恵庭市にある工場で製造をしておりま

すけども、こちらからは、新年度以降ですね、製

造単価が上がるということも見積もりとして伺っ

ておりまして、なかなかその経常的に黒字として

いくこと、今後も継続的にという部分が難しい状

況が続いておりまして、それでこの網走のおいし

い水のＰＲとしては、９年間で一定の効果が得ら

れたと考えまして、平成29年度につきましては在

庫が一定数ありますので、従来どおりペットボト

ルの販売提供を行いまして、ただ、新たな新規製

造はせずに在庫限りとしまして平成30年度で事業

の廃止を予定しているというところでございま

す。 

○金兵智則委員 やはり採算のとれるものにして

いくのはなかなか厳しかったということで、29年

度単価が上がるというところを契機に一旦区切り

をつけようかというところだったというふうに思

います。 

 今の答弁の中にもありました、来年度は在庫の

販売で112万7,000円という予算も、私も見させて

いただきました。 

１点確認をしたいのですが、28年度、29年度の

予算書を見せていただいたのですが、支出の部分

で大きく減額になっているところが見られません

でした。でも、29年度では製造がしなくなるの

で、大きく下がっている部分があるのかなという

ふうな理解だったのですが、もしかすると28年度

もつくっていなくて在庫の販売だったのかもしれ

ないのですが、その辺の確認をちょっと１点させ

ていただきたいというふうに思います。 

○児玉卓巳営業課長 今お話ありましたとおり、

29年度につきましては、収益としましてその他営

業収益の雑収益として、一定の収益見込んでおり

ます。 

そして、その製造費用の計上でございますけれ

ども、28年度につきましては、ペットボトルの製

造という項目名はありませんけれども、事業費用

の中の営業費用の総係費という項目の中の委託料

の中に、200万ちょっとですけれども、28年度、

27年度については、予算計上して製造しておりま

す。 

 そして、新年度の29年度につきましては新規製

造は予定しませんので計上はしておりません。こ

この総係費の委託料自体がほかの業務委託と合わ

さって28年度では5,478万2,000円、29年度につき

ましては5,349万2,000円と、ここで若干下がって

いることが製造委託の中止による影響でございま

す。 

○金兵智則委員 わかりました。理解をさせてい

ただきたいというふうに思います 

さきにも申し上げたとおり、このペットボトル

事業は、網走のおいしい水のＰＲや市のＰＲとい

うのに一役を買っていたというふうに思います。

道外からいらっしゃった方には、軒並み好評だっ

たと私自身も思っております。 
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 今回事業が、一旦、在庫があるにせよ終了して

しまうというわけですが、網走市のおいしい水を

活用したこれにかわるようなＰＲ手段を何かお考

えがあればお示しいただきたいというふうに思い

ます。 

○児玉卓巳営業課長 現在の時点で具体的なＰＲ

の方法は決まっておりません。 

ただ今後も他都市の状況も参考にしまして、費

用対効果も含めて継続的で有効なＰＲ方法につい

て引き続き検討をしていきたいと思っておりま

す。 

○金兵智則委員 実際は平成29年度はまだあると

いうことですので、いろいろと検討していただき

たいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。 

○井戸達也委員長 金兵委員。 

先ほどの金兵委員の質疑の答弁。 

 施設課長。 

○吉田憲弘施設課長 先ほどの委託料の増額分に

ついてでございますが、導水管の漏水防止の一環

として行っております電気防食の第２水源系の通

電が始まることによります電気防食の点検業務の

増加によるものでございます。 

○金兵智則委員 などの中には結構たくさんのこ

とが含まれているのだなということを改めて理解

をさせていただいたということで次の質問に移り

たいというふうに思います。 

 飲料水対策事業、簡易水道特別会計になるのか

なというふうに思いますが、について質問したい

というふうに思います。 

市内の飲用井戸水の衛生確保と生活環境の向上

のために浄水器の設置者に設置費用の一部を助成

する事業で、来年度も今年度と同額の103万円と

なっておりますが、何台分想定をされているの

か。またこの一部助成の中身についてもお示しい

ただければというふうに思います。 

○吉田憲弘施設課長 平成29年度の助成の内容で

ございますけれども、最近の助成状況を考慮して

飲用浄水器を１件、飲雑用の大型浄水器１件の助

成を予定し、予算を計上しております。 

あと、助成の内容ですけども、浄水器の機器の

購入費及び設置費用の２分の１以内を上限とし75

万円としております。 

○金兵智則委員 ありがとうございました。 

まず、家庭用の浄水器、耐用年数というのはど

のくらいになるのでしょうか。 

○吉田憲弘施設課長 飲用の浄水器及び塩素滅菌

器や除鉄機などが対象となっておりますけども、

おおむね耐用年数は平均な目安として10年とされ

ております。 

○金兵智則委員 10年と、使い方によっては長く

なることもあるということだと思います。 

 浄水器でありますので、使用に当たっては、

フィルターのような消耗品が必要で、ある程度の

期間で交換が必要になってくるのかなというふう

に思いますが、その消耗品など使用に係る経費は

どのくらいかかるのか。また、それらは各家庭で

個人的に購入し交換するという理解でよかったの

かお伺いしたいと思います。 

○吉田憲弘施設課長 消耗品であります前処理

フィルターや浸透膜となりますけども、フィル

ターについては約１万円程度、浸透膜については

２万9,000円程度となっております。 

 これについては個人の負担となっておりますけ

ども、交換時期はおおむね１年から３年となって

おります。 

○金兵智則委員 はい、結構、短いのかなという

感じもしないではないのですが、浄水器について

もう１点お伺いしたいのですが、決められた期

間、例えば何年に１回とかでのメンテナンスみた

いなものは必要ではないのか。 

 また、例えば壊れてしまったなどの修理という

のも個人負担ということで間違いなかったのかお

伺いしたいというふうに思います。 

○吉田憲弘施設課長 浄水器を設置した後につい

ては、設置者において適切なメンテナンスをして

いただく形となっております。 

 浄水器の本体については、その機能が経年劣化

により損なわれたと判断した場合については、ま

たその機器に対してのみ助成をまたしておりま

す。 

○金兵智則委員 メンテナンスや修理は個人的な

各家庭でやっていただくということで、経年的な

劣化、例えば耐用年数を超えたもの、例えば故障

で耐用年数の前なのだけれども、時間的なもので

いうことについては補助ということで間違いない

のか、改めてもう一度お伺いしたいというふうに

思います。 

○吉田憲弘施設課長 経年劣化というだけではな

くて、基本的にその機能が損なわれたと判断した
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場合については、経費に対しての２分の１の助成

をしております。 

現在まで122件の助成を行っておりますけど

も、そのうち４件がこれに当てはまる助成となっ

ております。 

○金兵智則委員 はい、理解をさせていただきた

いと思います。 

飲用井戸水を浄水器でということですので、一

定期間での水質調査というのも必要になってくる

と思います。 

 水質調査の状況についてお伺いしたいというふ

うに思います。 

○吉田憲弘施設課長 一般水質検査については、

個人の飲用井戸については、定期的な検査をする

ことが望ましいとされておりますが、本事業にお

いては市の負担で３年に一度水質検査を実施して

おります。 

○金兵智則委員 ３年に一度調査をされていると

いうことでございました。 

 これまで種々いろいろお聞きさせていただきま

したけれども、井戸でございますので、井戸ごと

にそれぞれ水質に差が出るのではないかなという

ふうに思います。それによって例えば水質の悪い

地区では、フィルターの交換回数が他地区に比べ

て多くなったり、浄水器自体の調子が悪くなった

り、更新時期が早いなど、使用に係る経費負担が

大きくなる地区や家庭が出てくるのでないかなと

いう想像がされます。 

 先ほど消耗品フィルターや浸透膜、１年から３

年という幅が広かったのもそういうことなのでは

ないかなというふうに想像されるところなのです

けれども、もちろん水質だけではなくて各家庭の

使用頻度が違いますので、一概にひとくくりとい

う考え方はできないというふうには理解している

のですが、水質の違いによってそういう差が出て

くるのは考えられるというふうに私は思います。 

 例えば水質調査をされていますので、水質に

よって生じてしまう消耗品など使用に係る経費の

他地区と比べた分の増額分に対する補助というの

も、考え方として持ってはいいのではないかと思

いますが、見解をお伺いしたいというふうに思い

ます。 

○吉田憲弘施設課長 水質検査についてですけれ

ども、実際、市のほうで水質検査しているのは、

浄水器を設置されてない井戸についてその水質の

経過とか悪化状況を把握するために、それをまた

使用者にお知らせするために水質検査をしており

ます。 

 浄水器を設置された後の井戸については、基本

的にはお客様のほうでやっていただく形になって

おります。 

 ただ、水質については、地区ごとにいろいろな

井戸によっても水質の違いはあると思いますの

で、その後のメンテナンスについては、個々によ

り違いはあると思います。 

○金兵智則委員 逆に言うと、個々の違いがある

ということがわかればそういう考え方を持ってい

ただくことは可能なのでしょうか。 

○吉田憲弘施設課長 水質による取り組み方の考

え方ということですけども、当市の飲用井戸の衛

生確保に対する取り組みは水質調査や浄水器等へ

の助成条件について、平成26年度の調査をしてお

りますけれども、道内の他の自治体の取り組みと

比較しても積極的なものとなっておりまして、基

本的には、水質の違いによるその後のメンテナン

スについては、お客様においてやっていただくと

いうことで御理解をいただいております。 

○金兵智則委員 はい、道内の他都市と比べても

積極的だというのは、率直に評価したいというふ

うに思いますが、網走市内での差という話ですの

で、道内の他都市とは余り関係ないのかなという

ふうな気はします。 

やはり水道が届いていないので井戸水を使って

いただいて浄水器を設置していただいてというよ

うな形になるのかなというふうに理解をしていま

す。 

 水道を引くとなれば莫大な経費がかかってきま

すので、それをやったほうがいいとは決して言え

ないのですけども、そもそも水道が来ていないと

いうことが根底にあると。その時点で若干の不平

等とまでは言わないですけれども、そういう状況

の中で、さらに井戸水の水質の違いによってそう

いった差が出てしまうと、ある程度はいたし方な

いのかもしれないのですけれども、その中でも

はっきりとわかる違いについては、例えばですけ

ど、フィルターが１年でかわるところと３年で大

丈夫なところというのは、もし調査をしてみたら

はっきりと出てくるかもしれないので３回のうち

の１回だけでもというような、そんな考え方でも

いいと思うのですけれども、その辺の、逆に言う
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と、水質の違いの調査をしてみるというのはいか

がでしょうか。 

○吉田憲弘施設課長 先ほど申したところではご

ざいますけれども、水質調査については、あくま

でも浄水器が、未だまだ設置されてない井戸につ

いて、その水質の状況を把握し、なおかつ井戸を

使われている方にそれを説明して、もし水質が悪

化傾向であればそれを報告して、また基準値を超

えているのであれば、この助成制度を周知して浄

水器の設置を進めているところでございます。 

ただ、浄水器を設置した後については、また繰

り返しにはなりますけれども、基本的には、設置

者においてのメンテナンスを基本とさせていただ

きます。 

○金兵智則委員 今言ったのはそういう水質調査

ではなくて、フィルターの更新の時期をちょっと

調べてみたら、例えばこの時期は３年もっていま

すね、ここは１年ですねといったようなことが簡

単な調査でわかるのではないのですかということ

だったのですけども。 

○佐々木浩司水道部長 浄水器を使っているとこ

ろの水質検査を行えば、どのような状況になって

いて、消耗品がどういう頻度で交換されているか

わかるという御質問だったと思うのですが、水道

部のほうとしても、網走市の飲料水の要綱によっ

て浄水器の助成をしていますが、その内容の拡充

についても検討はいたしました。 

 その検討する上で、平成26年度に全道の他都市

について、どのような対策が講じられているか参

考にしようということでアンケート調査を行った

のですが、先ほど施設課長が言ったとおり、ほと

んどの市のほうでは、対策のほうはほとんど行わ

れていないと。そういう面では網走市については

飲用井戸については衛生確保について大分先進的

になっている状況にあります。却ってアンケート

を出した市町村から、要綱について参考にしたい

のでほしいという形で提出をこちらのほうから逆

にしたような経過もあります。 

 そういう状況のことも考慮して、あとは浄水器

を導入された後につきましても、そのときも助成

しますが、交換が、水質が悪い場合、劣化する状

況も早くなると思います。その場合でも、機器費

については２分の１の助成を行うということで、

その制度もありますので、そういう飲料水の衛生

確保のための制度の周知を図って利用者の方には

それを最大限に利用していただくような形で、今

後、周知の方を強化していきたいと考えておりま

す。 

○金兵智則委員 おっしゃられていることはわか

りました。 

 私、決して水質が悪そうな、フィルターいっぱ

いかえているところに助成しろと言っているわけ

ではなくて、そういうようなことも、将来的に向

けて考えとして持っておいていただけたらなとい

うようなことがあったもので、質問させていただ

いております。決してやれと言っているわけでは

なくてですね、実際問題、自分の家庭だけで使っ

ていればフィルターが早いかどうか実はわからな

いのかもしれないですね。ほかと比べるから初め

て、あれ、うち、フィルターの回数多くないかと

いうことに気付かれてしまうと。それなのに、同

じ浄水器を使っているのに、うちだけ多いのとい

うのは不平等だよねというのがある、水道も来て

いない地区だしねというのが、それがちょっとし

た不平等に私自身つながってしまうという懸念が

ありますので、何度も言いますけれども、やれと

言っているわけではなくて、そういう考え方を

持っていただきたいということだったのですけれ

ども、最後にもう一言いいですか。 

○佐々木浩司水道部長 浄水器をつけた後につき

ましては、その設置した市内の指定店といいます

か、そちらのほうでその浄水器をつけてくださっ

たお客さんのほうに定期的にフィルターのほうを

どのような状態になっているかですとか、そろそ

ろ交換、何年も使ってというサイクルとかわかっ

ていますので、その辺についても指定店のほうで

そういうことでメンテナンスのほうで協力してい

ただいていますので、その辺もどういう状況にあ

るか、今後調査させていただいて状況のほうを把

握していきたいと思います。 

○金兵智則委員 終わります。 

○井戸達也委員長 次、松浦委員。 

○松浦敏司委員 それでは質問させていただきま

す。 

まず、市有財産整備特別会計についてでありま

す。この３年ほど土地、建物買い取りなどはない

ようでありますが、平成28年度の調査件数と結果

はどのようになっているか伺います。 

○秋葉孝博財政課長 平成28年度の家屋の調査結

果でございますが、９月に８件の家屋調査を実施
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しております。いわゆるエリアを設定しておりま

して区域内が５件、隣接が３件でございます。 

 調査結果でございますが、傾きの変化が生じて

おりません。小康状態が続いているものと考えて

おります。 

○松浦敏司委員 はい、最近は大分落ちついてい

るというふうに思います。 

平成28年度がもう今月で終わるわけですけれど

も、そういう意味では、今言った件数を超えるこ

とはないだろうというふうに考えてよろしいの

か。 

 それから、これまでの総事業費の総額はどう

なっているか伺います。 

○秋葉孝博財政課長 まず初めに、家屋の傾きの

調査についてでございますが、30年間という一応

節目の年間を決めておりまして、これによりまし

て29年度、新年度は２件減りまして６件の予定を

しているところでございます。 

 これまで、見込みになりますが、昭和59年から

平成29年度見込みでの33年間の累計額ですが、24

億2,124万円の見込みでございます。 

○松浦敏司委員 はい、わかりました。 

24億を超えるお金が、結果として、せっかく潮

見住宅団地をつくったのだけれども、マイナスの

要素が大きくなっているということであります。 

それで、一応また確認しますが、潮見住宅団地

の中で新たな何らかの変化はなかったということ

でよろしいですか。 

○秋葉孝博財政課長 はい、そのとおり、特にご

ざいません。 

○松浦敏司委員 当面、要観察地域、あるいはそ

こに隣接する地域は、今後とも、一定期間、一定

期間といってもこれから相当の期間だと思うので

すが、監視していかなければならないのだという

ふうに思います。 

 なかなか想定はできにくいのですけれども、収

束までの期間というのは相当あるのだと思うので

すが、その辺、答えられる範囲でお答えいただき

たいと思います。 

○秋葉孝博財政課長 本件に当たりましては、エ

リアを設定しております。区域内、隣接地域、潮

見７丁目地区、それぞれ設定をしまして、それぞ

れの家の傾きによってランク付けをし、対応して

いるところでございます。 

 一定のランクにあるものは将来的になります

が、所有者の申し出により市で買い取るという方

針がございます。それぞれの皆さんの生活がござ

いますので、これがいつになるかというのはなか

なかお示しするようなことは困難な状況にござい

ます。 

○松浦敏司委員 はい。昨年と状況はほとんど変

わっていないというふうに思います。 

この潮見住宅団地の軟弱地盤の問題というの

は、そもそもの始まりは、市が分譲した土地の一

部で、本来、住宅地にしてはならない公園用地の

部分を埋め立てて分譲地にしたと、ここに原因が

あるわけですけれども、その結果として地盤沈下

を起こして家屋が傾くなど、危険でそこに住むこ

とができなくなると。その結果、移転、あるいは

改修することになったものだというふうに思いま

す。 

また対象外の周辺の土地や建物の不動産価格の

評価が下がるというふうな状況も私自身聞いてお

ります。分譲地を購入し家を建てた市民は、市役

所を信頼して念願の家を新築したということだと

思います。それが数年のうちに家が傾いて住むこ

とができないというのは非常に信じがたいこと

だったと思います。 

 その意味でも市の責任は極めて重大であり、こ

の間、24億円を超える巨額の資金が投入されてい

ますが、被害に遭った市民の皆さんにはこれから

も丁寧な対応が求められているというふうに思い

ますので、その辺をしっかりやっていただきたい

と思います。 

 次に、網走港整備特別会計についてです。 

 他の委員も質問していますので、残っている部

分だけしますが、まず最初に、歳入ではどのよう

なものがあるのか伺います。 

○山本規与思港湾課長 網走港整備特別会計の歳

入科目についてでございますが、使用料といたし

まして、荷さばき地等の用地の占用にかかる使用

料である用地使用料、公共上屋の使用にかかる上

屋使用料、船舶に対する給水にかかる給水施設使

用料、財産運用収入といたしまして、売却用地の

土地の貸付収入であります貸地料、土地売却収入

であります土地売払収入となってございます。 

○松浦敏司委員 はい、わかりました。 

 そこで、この網走港港湾計画というのがありま

すけれども、これは昭和53年の当初計画目標とい

うのは、外房で50万トン、内房で1,700万トンで
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始まったかと思います。昭和63年には、その目標

を大きく引き上げました。外房 80万、内房が

2,000万トンに引き上げました。 

 しかしその後、何度か下方修正をいたしまし

て、平成21年には外房が20.6万トン、内房が64.6

万トンに引き下げたということになります。これ

は結局、外房ですれば当初の目標の41.2％、内房

でいえば38％というふうに大幅に下方修正したわ

けです。 

 そこで伺いますけれども、結果の出ている平成

27年度の計画に対する実績はどのようになってい

るか、利用率はどうなっているか伺います。 

○山本規与思港湾課長 網走港の利用状況につい

てでございますけれども、平成27年の実績では、

外房が８万トン、内房が30万1,000トン、合計で

38万1,000トンとなっております。 

 利用率につきましては外房が38.6％、内房が

46.6％、合計で44.7％となってございます。 

○松浦敏司委員 大きく計画の目標を下げても、

両方合わせても４割ちょっと、44％ということで

ありました。 

 そういう意味では、相当、当初計画の大きかっ

たということがわかるかというふうに思います。 

 土地の問題については先ほど金兵委員が質問し

たので、これは数字についてはわかりました。 

 そこでこの特別会計は、能取とは若干は違うの

ですが基本は同じと、つまり土地が売れなければ

赤字というのは減らないということでありまし

て、赤字が12億2,578万というふうになっている

と思います。 

赤字を解消するには先ほど言ったように土地を

売るしかないわけですが、先ほどもどういう形で

売るのだというお話もありました。やはり土地を

売るからには、売る努力、それから宣伝というの

が非常に大事だというふうに思うのです。 

 そういう意味で、あらゆる場面を通して、土地

の魅力を宣伝しなければならないと思うのです

が、その辺、改めてもう一度伺いたいと思いま

す。 

○山本規与思港湾課長 土地を売る努力について

でございますけれども、企業誘致の担当部署とも

連携を取りながら、また網走の土地を売却してい

るということをホームページに載せましてＰＲし

ているところでございまして、また関係の、今、

貨物を蔵置している企業に対しましてもなるべく

蔵置の土地を買っていただけるよう、上京した折

にはポートセールスなどを行ってきておりますの

で、今後とも引き続き続けていきたいと考えてお

ります。 

○松浦敏司委員 はい、やはり自信持って売る必

要があるのだというふうに思います。 

 場所的には決して条件の悪いところではないと

いうふうにも思いますし、そういう意味では、と

にかく売らなければ、赤字は減らないという、そ

こにしっかり視点を置いて取り組まなければなら

ないと思います。今、12億を超える赤字というこ

とで、繰り上げ充用金ですから、放っておくと金

利で雪だるま式にふえるというのが能取でありま

したけれども、今は低金利というよりももうマイ

ナス金利になって能取とは違う状況ではあります

が、しかしこれは低金利がいつまでも続くとは私

は考えられませんから、できるだけ早い時期に土

地を売却しなければ、第２の能取になりかねない

会計だというふうに言わざるを得ないというふう

に思います。 

 次に、能取漁港整備特別会計についてでありま

す。 

 これも川原田委員のほうから質問があって、聞

きたいところは、大半聞いて理解をしましたけれ

ども、しかし、この会計も最大約57億円という赤

字を抱えた大変なものでありました。 

 しかし、市の職員や、あるいはいろいろな人た

ちの知恵を出し合う中で、今日までこういう５億

円台にまで縮小したというのは、関係する職員の

皆さんやかかわった皆さんにそれは非常に敬意を

表したいというふうに思います。とはいえ、現

在、まだ５億を超える赤字があるわけです。 

 それで、この全て売った場合、未売却地を全て

売った場合、どれぐらいの金額になって最終的に

赤字はどの程度残るのか伺います。 

○脇本美三水産漁港課長 能取工業団地の未売却

用地を全て売った場合どうなるかという御質問で

すが、能取工業団地における処分可能な土地の面

積は、既に売却した分も含めて49万5,468平方

メートルでありまして、平成28年度中の売却分も

含めまして、35万9,257平方メートルの処分が完

了しております。売却率はおよそ72.5％という状

況でございます。 

 現在、13万6,211平方メートルが未売却用地と

して残っております。この13万6,211平方メート
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ルが基準単価の3,500円で全部売れたと仮定した

場合には、４億7,673万8,000円の売却代金という

ことになります。 

 一方、累積赤字につきましては平成29年度の予

算計上しております繰り上げ充用金として、５億

788万2,000円でございますから、売却代金からこ

の繰り上げ充用金、累積赤字額を差し引きますと

3,114万2,000円が計算上赤字として残るというこ

とになります。 

○松浦敏司委員 今議会の中でも、一般会計から

繰り入れをして、これ以上赤字がふえない仕組み

をとっておりましたし、最終的な、昨年も伺いま

したけれども、最終的な赤字の金額というのは、

確かに徐々に徐々に全て売れた場合の赤字額とい

うのが、ことしは遂に3,100万円台になりまし

た。そういう意味では、この間の努力は若干報わ

れているのだろうと思います。 

 しかし、まだこの土地も残り13万6,000平米売

らないとならないわけですから、これもなかなか

簡単には売れない、地域的にもそうそう簡単に売

れる土地ではないとは思います。 

 前段、昨年は２件ほど売れているという話もあ

りましたし、今後とも、この土地売却に努力をし

ていただきたいという、これは要望したいと思い

ます。 

次に、国民健康保険についてです。 

 これも永本委員から質問もあったところであり

ますが、まず、国民健康保険は、他の共済保険や

協会健保と根本的に違っておりまして、雇用主負

担がありません。加入者は自営業者、年金生活

者、失業者など、所得が比較的低い世帯が多いと

いうのが特徴です。中には、漁業者、農業者の中

で高い人もいますけれども、多くは決して高くな

いという状況です。 

 そういう意味からも本来、国民健康保険という

名にふさわしいように、国がもっと負担しなけれ

ば、保険料は引き上がるだけということになって

しまう。保険料を引き下げるには、国庫負担を大

幅に引き上げて、そこに資金が入らないと国保の

会計というのは、加入者の保険料にはね返った、

こういうことになるのだろうと思います。 

ジェネリックについては先ほどお話を伺いまし

たのでわかりました。 

 それで、今現在、毎年のように、一般会計から

の法定外繰り入れというのを行っていますが、こ

の法定外繰り入れは、どれぐらいになっているか

伺います。 

○江口優一保険年金課長 一般会計からの法定外

の繰入金につきましては、保健事業分や福祉医療

助成影響分、出産育児一時金の一部などとして、

平成27年度決算で約5,538万3,000円を行っており

ます。 

○松浦敏司委員 はい、わかりました。 

次にですね、収納率、それから、滞納世帯につ

いては、どのようになっているか伺います。 

○江口優一保険年金課長 国保料の収納率の推移

でございますが、平成 25年度の現年度分で

93.8％、滞納繰越では17.95％、合計84.07％、平

成 26年度では、現年度で 93.5％、滞納繰越で

22.12％、合計84.44％、平成27年度では、現年度

で93.41％、滞納繰越で21.61％、合計83.88％と

なっております。 

 滞納者の状況でございますが、同じく平成25年

度では802世帯、全世帯の11.7％、平成26年度で

は822世帯、全世帯の12.2％、平成27年度では789

世帯、全世帯の11.9％となっております。 

○松浦敏司委員 現年度で言えば、決して低くは

ないのだろうと思います。 

 大体最近の傾向を見れば、93％台を推移してい

るということがわかりました。 

 それで今現在、資格証あるいは短期証、それか

ら、差押えというのはどれぐらいあるのか伺いま

す。 

○江口優一保険年金課長 初めに３カ月の短期証

でございますが、３月１日現在の数値となります

けども、平成26年度が378世帯、27年度が388世

帯、28年度が385世帯となっております。 

 資格証についてですが、同じく３月１日現在で

すけども、26年度で32世帯、27年度で37世帯、28

年度が28世帯となっております。 

 続いて、差押えの件数でございますが、平成25

年度が118件、平成26年度が124件、平成27年度は

102件となっており、それぞれ、預貯金、国税還

付金などを対象に行っております。 

 差押えによって納付された保険料は、25年度で

債務額2,527万9,000円に対し、593万9,000円、26

年度では、債務額3,066万3,000円に対し、649万

2,000円、27年度では、債務額2,468万7,000円に

対し、251万5,000円となっております。 

○松浦敏司委員 差押えについては預貯金という
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ようなお話がありましたけれども、預貯金だけな

のでしょうか。 

○江口優一保険年金課長 主なものとしまして

は、預貯金と、あと国税の還付金も対象としてお

ります。 

○松浦敏司委員 はい、理解いたしました。 

資格証で言えば若干、前年よりは下がっている

という状況にはありますけれども、ただ、まだま

だあるのだなというふうに思っているところで

す。 

 それから次に、検診助成事業として1,689万

2,000円というふうになっておりますが、この事

業内容について伺います。 

○江口優一保険年金課長 検診助成事業の内訳で

ございますが、委託料としまして、人間ドックへ

の助成金単価２万3,000円に対して265人分で609

万5,000円。脳ドックへの助成金単価２万3,000円

に対して350人分で816万5,000円、合計1,426万

円。このほかにミニドックにおける各種がん検診

への助成金として 263万2,000円、合計1,689万

2,000円となっております。 

○松浦敏司委員 はい、理解いたしました。 

そこで次にですね、特定健診の検診率はどう

なっているか伺います。 

○江口優一保険年金課長 特定健診の受診率でご

ざいますが、25年度が24.1％、26年度は22.8％、

27年度は26.2％と前年度から3.4ポイント上昇し

ております。 

 北海道平均の受診率は、平成27年度で27.1％と

なっております。 

○松浦敏司委員 この特定健診の受診率が、結構

上がったということでありますけれども、これは

非常に評価に値するなと思うのですが、これ、こ

の間の取り組みとしてどんなような取り組みをし

てこういうふうに一定の数字引き上がったのか、

原課としてはどんなふうに判断しているのでしょ

うか。 

○江口優一保険年金課長 27年度受診率が大幅に

アップした要素としましては、４月に全保険者に

対して受診券を送付していることで受診に対する

案内を行っております。 

 ５月の広報では特集号を組んで周知を図り、８

月に１年以上受診をしてない方や40歳になった方

限定で勧奨のハガキを送るなど、個別に受診の勧

奨を行っております。 

 また、28年度からは、一般会計ではありますけ

ども、網走健康マイレージを実施しており、特定

健診、がん検診等の参加者もふやしていきたいと

考えております。 

○松浦敏司委員 努力の結果、やっぱり正直に数

字に表れるのだなというふうに思いますが、た

だ、まだまだこの数字に安心はできないなと、

もっとやはり伸びてほしいというふうに思いま

す。今後ともこの点での努力をすべきだというふ

うに思います。 

 次に、後期高齢者医療についてであります。 

○井戸達也委員長 松浦委員。 

 松浦委員の質疑の途中ですが、ここで暫時休憩

いたします。 

午後２時00分 休憩 

午後２時10分 再開 

○井戸達也委員長 休憩前に引き続き、再開いた

します。 

松浦委員の質疑を続行します。 

 松浦委員。 

○松浦敏司委員 次に、後期高齢者医療について

質問します。この後期高齢者医療制度というの

は、２年に一度、保険料が見直され、保険料が引

き上がるという特徴を持っています。ただし、前

回については、平成28年９年分のこの２年分につ

いては、均等割が1,663円減額、所得割が0.01ポ

イント引き下がり、これによって高齢者には喜ば

れたことだと思います。 

 しかし、後期高齢者を取り巻く状況というの

は、介護保険料もそうでありますけれども、改定

のたびに保険料が引き上がっていると。そのほか

にも社会保障制度というのがありますけれども、

負担がどんどんふえるということで、まさに社会

保障の負担で押し潰されると、こういうふうなつ

ぶやきも聞こえるところであります。 

 そこで、保険料の賦課限度額を超える人はどれ

ぐらいいるのか、まず最初に伺います。 

○江口優一保険年金課長 後期高齢者医療の保険

料の限度額を超える方についてですが、平成28年

度では、当初賦課の段階で61名となっておりま

す。 

○松浦敏司委員 昨年もほぼ同様の60名ぐらい

だったかなというふうに思いますが、一定程度い

らっしゃるのだなというふうに思います。 

 次にですね、保険料の軽減についてでありま
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す。 

 軽減は９割、8.5割、５割、２割という軽減策

がありますけれども、それぞれどのぐらい人数が

いるのか伺います。 

○江口優一保険年金課長 平成29年度の９割、

8.5割、５割、２割軽減の対象者についてです

が、５月以降に所得が確定しなければ、ちょっと

正確な人数は把握できませんけれども、後期高齢

者の人数が大体1.5％ふえるというふうに見込ん

でおりますので、９割軽減では1,280名程度、8.5

割では1,240名程度、５割では640名程度、２割軽

減では500名程度と推測しております。 

○松浦敏司委員 ９割軽減というのが1,280名も

いる、あるいは8.5割も1,240ということでありま

すから、この二つだけで2,500ということになり

ます。大半を占めるということになるのだろうと

思います。それだけ大変な人たちが多いというあ

らわれだというふうに思います。そういう中で、

保険料を払っているということだと思います。 

 次にですね、特定健診についてはどのような結

果が出ているのか、全道あるいは当市の数字につ

いて伺います。 

○江口優一保険年金課長 後期高齢者の特定健診

でございますが、平成25年度で9.67％、26年度で

は12.16％、27年度では14.76％と過去最高となっ

ております。この14.76％は全道平均の13.41％を

超えております。 

 なお、28年度では１月末現在で11.6％となって

おり、前年同期と比べ、ほぼ同数となっておりま

す。 

○松浦敏司委員 この特定健診が14.76まで大き

く伸びたというのは非常に喜ばしいことだと、先

ほどの国保の関係でも話しましたけれども、これ

はどういった努力をなさった結果、このように引

き上がったかというふうに原課としては考えてい

るのでしょうか。 

○江口優一保険年金課長 こちらも国保と同様に

平成26年度から受診券を5,100通、全保険者に対

して送付しております。また、脳ドックの助成

を、年齢拡大により、後期高齢者も受けられるよ

うになったことから、健康診査等と同時期に受診

して併用して受診をされる方がふえたことによる

ものと考えます。 

○松浦敏司委員 当初から見ると相当伸びている

ということで、これも引き続き努力をしていって

ほしいと思います。 

 次に、滞納者に対する短期証、資格証、差し押

さえについて伺います。 

○江口優一保険年金課長 資格証につきまして

は、医療機関等への受診機会の確保から交付を

行っておりません。 

 ６カ月の短期証につきましては、平成28年４月

１日時点で17件、平成29年３月１日時点で20件と

なっております。 

 こちらは平成26年４月１日が10件、平成27年４

月１日が15件となっており、若干ふえておりま

す。 

 また、差し押さえについてですが、平成25年度

で４件、26年度で６件、27年度では４件行ってお

ります。 

○松浦敏司委員 はい。短期証は若干ふえている

ということ、それから差し押さえが４件あるとい

うことでありますけれども、これは、差し押さえ

というのは、内容はどんなふうに、どういうもの

を差し押さえしているのでしょうか。これも預貯

金とか、そういったものなのでしょうか。 

○江口優一保険年金課長 こちらも国保と同様に

預貯金の差し押さえというふうになっておりま

す。 

○松浦敏司委員 なかなか大変な中で差し押さえ

されるということでありますけれども、相当きつ

い話だなと思うところです。 

 この後期高齢者医療制度そのものが75歳以上の

高齢者を囲い込んで、そして、医療制度をつくる

というものであって世界的にもまれな制度と言わ

れています。ですから当然、収入の少ない人たち

だけ、そして75歳以上ですから病気にかかる人た

ちもたくさんいる中で、そうそうこの制度が簡単

に維持できるようなものではない。国がしっかり

とした国保支出金を出して維持しないと、結局こ

れもまた、たまたま平成28年、29年については他

の基金から繰り入れて若干下がったのだけれど

も、しかし、これもまた２年後にはどうなるかわ

からないという大変厳しい医療制度だというふう

に思います。 

 次に、介護保険について移ります。これも他の

委員が質問しております。 

 それで、介護サービスの充実については、前段

で渡部委員や平賀委員から詳しく質問されて、そ

れについてはサービスが非常に充実するという、
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このことについて私も大いに賛同するところであ

ります。 

 私の質問は、そうではなく、どちらかというと

否定的な形といいますかね。一方で、介護保険に

加入している人たちが、結果として、負担が重く

なっているという点を質問していきたいというふ

うに思います。 

 2015年から介護報酬が2.7％引き下げ、全国の

介護事業所が倒産するという事態が起きておりま

す。４月からは要支援の訪問介護と通所介護が介

護保険から外され、総合支援に移されるというこ

とになります。 

 初めにそこで伺いますけれども、歳入で総合事

業として、2,136万8,000円を包括的支援事業とし

て、任意事業として、3,130万2,000円とあります

が、前年度ゼロであるということで多分、要支援

の総合支援に移行することによるものだと思うの

ですが、その辺での内容について説明をしていた

だきたいと思います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 歳入科目の確認であり

ますけれども、平成28年度まで地域支援事業交付

金として一本化しておりましたが、地域支援事業

における総合事業と包括的支援事業、任意事業、

これの負担割合、国から入ってくる負担割合が違

うことから、区分して計上しているものでござい

ます。 

○松浦敏司委員 わかりました。 

それで、利用料の2018年から３割負担を導入し

ようと国は考えているようです。それで、新年度

は、第７次介護保険計画が策定されるというふう

になると思います。この対象となる、対象者とい

いますか、どれぐらいいらっしゃるのか。３割負

担になる対象者どのぐらいいるのか伺います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 利用者負担割合の改正

でございますけれども、平成30年８月から現役並

み所得、これは年金収入に置きかえますと340万

円以上の方になりますが、この方々を対象といた

しまして、現行の上限２割負担を３割まで引き上

げるといったことで、今国会で議論される見通し

となっております。 

 収入に関する部分なので、30年８月というよう

なことで、平成28年度の状況、平成27年所得から

試算しますと、要介護認定者の２割負担、これが

125名おられます。そのうち、先ほど現役並み所

得といったことで年金収入340万円以上の方は、

63人が現行の所得に置きかえると該当してくると

いうような内容になります。 

○松浦敏司委員 そういう意味では、こういう人

たちが出るということを想定して、第７次の計画

を立てていくということになるのだろうと思いま

す。いい悪いは別として、それはとりあえずわか

りました。 

 それで、昨年の予特で、私が質問したのです

が、介護施設へのアンケート調査を行うというふ

うに答弁しておりましたけれども、どのように

なったのか伺います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 昨年７月に、平成27年

度介護報酬改定の影響調査とあわせまして、人材

確保の方策などを検討することを目的として、市

内63事業所を対象にアンケート調査を実施してお

ります。 

やはり介護報酬の低くなった影響もあります

し、介護人材につきましても、25事業所で人員配

置基準は満たしているから施設は運営できるので

すが、やはりその施設が理想としている配置と比

較するとやはり職員が足りないというような回答

が出てきております。 

 その職員不足の理由としては、約９割の事業所

が希望職種の確保が難しいというような回答して

いるところでございます。 

○松浦敏司委員 それで、このアンケート調査は

去年７月に行ったということですが、ことしは行

うのでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 第７期計画の策定に向

けまして、事業所に対してサービス見込み量調査

を実施いたしますので、それとあわせて介護人材

の確保状況ですとか、どのような状況であるのか

というようなことは確認することとしておりま

す。 

○松浦敏司委員 はい、わかりました。 

次に、高額介護サービス費の値上げが、2017年

８月から現行３万7,200円であったのが４万4,400

円に引き上げられることになりますが、影響はど

うなるのか伺います。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 高額介護サービス費に

つきましてですが、平成29年８月から一般所得者

の高額介護サービス給付費の限度額がこれまでの

月額３万7,200円から４万4,400円に引き上げられ

ます。 

平成28年度の実績で522人に支給されておりま
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すけれども、このうち限度額の改正が影響する人

数は64人となります。１人当たりの月額平均で

1,800円程度の影響額というふうに考えておりま

す。 

○松浦敏司委員 結局、限度額引き上がるという

ことですから、対象となる人が減少するというこ

とで捉えてよろしいのでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 そういった理解でよろ

しいと思います。 

○松浦敏司委員 はい。わかりました。どこでも

なかなか大変だなという印象を持つところです。 

 そこで安倍首相は、介護離職ゼロにするという

ふうに言っているわけです。しかし、全国では、

そうはいかないという、現場の声としてはそうい

う声が多いのだろうと思います。 

 それで、当市における介護離職ゼロという実態

についてはどんなふうに考えているのでしょう

か。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 介護離職ゼロについて

でございますけれども、総務省統計局の調査によ

りますと、家族の介護のために離職する人は年間

10万人いるというふうに言われて推計されており

ます。 

 国は、介護離職ゼロの取り組みといたしまし

て、介護する家族の不安や悩みに対応する相談機

能の強化や支援体制の充実、介護に取り組む家族

が介護休業や介護休暇を取得しやすい職場の環境

の整備、また、働き方改革の推進などを行ってい

る状況でありますけれども、残念ながら当市にお

きましては、介護ために離職する人というのは、

実態は把握できていない状況でございます。 

○松浦敏司委員 なかなか把握しづらいという面

もあると思うのですね。たまたま私は生活相談を

受けて、その人が父親を介護するために、後を見

る人がいないので、自分が仕事をやめざるを得な

くて、50代の前半で退職して親の面倒を見たと。

何とか預金を切り崩しながらやってきたというこ

とだったのだけれども、結局、親が亡くなりみ

とってはみたものの、自分の生活は結局元の職場

に戻れるような年齢でもなくなっていると、もう

60ぐらい、60になって。そうすると、結局、暮ら

し方としては、アルバイトをして暮らしていかざ

るを得ない。そしてそれも健康なうちはいいけれ

ども、最終的にそれもできなくなれば結局、生活

保護に行かざるを得ないと、こういう実態。まさ

にテレビなどで私が見た状況と同じことがその方

を見て感じました。 

 しかし、なかなかそういう人たちと接する場と

いうのはなかなかないという点では、一つには、

いろいろな職場にいろいろな労働実態調査やいろ

いろあるのだろうと思うのですけれども、そうい

う中でやっぱりそういう人たちがいないのかどう

かということを何らかの形で把握する必要がある

のではないかと、少なからずいるのだろうという

ふうに感じているところです。 

もう一つ、一般的に介護離職ゼロと一般の市民

が感じるのは、介護の職場で働いている人たち

が、もう低賃金と重労働で耐えられなくてやめる

という人が相当いるというふうに私なんかも感じ

ていて、そういう意味では、今網走の、全国のど

こでもそうなのですけども、賃金が安くて労働が

きついということでなかなか長い間そこで働くこ

とができないという状況がある。 

 今の求人倍率が上がっているというけれども、

実はそこには、求人であるのはそういった臨時的

に就職するというようなことがあって、それで若

干上がるけれども、現実にそこで正職員としてど

うなのだとなると、そうはなかなかうまくいって

いないだろうというふうな話もあります。 

そこで網走市の各介護施設の中でのそういうそ

こで働く人たちの固定率といいますか、大体二、

三年でやめる方が多いのだと思うのですが、その

辺はどんなふうに把握しているのでしょうか。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 網走市における介護現

場の離職率といったことになろうかと思いますけ

れども、実態は把握していないのが現状でござい

ます。 

しかしながら、平成29年度から一般会計におい

て、昨年平成28年度から実施している介護人材確

保事業、この中で、平成29年度の新規事業といた

しまして、介護職員の離職防止、定着促進を目的

とした研修会や交流会というものを実施する予定

でおりますので、そういった機会を通じて把握で

きればというふうに考えております。 

○松浦敏司委員 ぜひ把握をしてほしいのと、

やっぱり介護の施設の人たちがやめなくても済む

状況をつくるには、やっぱり賃金がしっかり安定

したもの、それで食べていけるような賃金体系に

しないと無理だと。特に、男性においてはそうい

う施設で働いても自分の働きだけでは家族を食べ
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させていくことができないということで、好きな

仕事だけど続けることができなくてやめていく、

そういう男性もいらっしゃいます。続けている人

でも、共稼ぎをして何とか生活を維持していると

いうのが結構多いというふうに思います。 

それでですね、もう一つ伺いたいのは、当初、

要支援サービスの要支援への買い物サービスの関

係で、先ほど他の委員からありましたけれども、

当初、経済財政再生計画、これ介護代行サービス

でありませんね、先ほどの質問に続くのですが、

当初経済財政再生計画改革行程表には、次のよう

になっておるのですね。 

ここでは、福祉用具住宅改修の原則自己負担

化、それから要介護１、２の生活援護や通所介護

を保険給付から外して総合事業へ移行、さらにケ

アプラン作成の有料化などが介護業界や国民の世

論の反発を招いて見送られたと。しかし、引き続

き、要介護１、２の生活援護サービスの総合事業

への移行を検討しようとしていると。 

そして、来年2018年の介護報酬改定による生活

援助に対する人員基準の緩和や通所介護などの総

給付適正化を行うことも狙われているというふう

にも言われているのですが、この点で原課として

はどんなふうに認識しているのか伺いたいと思い

ます。 

○桶屋盛樹介護福祉課長 予防給付から対象外に

して地域支援事業にというようなお話ですけれど

も、やはり、利用者に対する対応が大切だと思い

ます。事業者に対しても報酬が下がらないよう

に、利用者も負担が上がらないようなことを前提

に、事業を創出したり、移行というようなことも

進めていきたいというふうに考えております。 

○松浦敏司委員 いよいよことし第７期の計画が

立てられるわけですけれども、第６期の全国平均

の保険料を見ると5,514円となっています。当市

は4,800何がしでしたか。いずれにしても努力を

して5,000円台に行かないようにしているのです

が、第７期の状況を見ると、4,000台キープする

のは相当難しいのかなというふうな思いも持って

いるわけですけれども、いずれにしてもこういっ

た形で介護保険が進めば進むほど保険料が上がっ

ていって、もう全国的にはもう5,000円を超えて

いるところが相当あると。平均で5,500円ですか

らね。6,000円、7,000円というところもあらわれ

ているという点で、私はやはり極力介護保険料に

ついては、低い形で市民の負担が少ない形に努力

してほしいと思います。 

 何よりも必要なのは、国がしっかりと、本来施

設をつくればつくっただけ、そこの自治体に対し

ては、あるいはその建物に対して国の資金がしっ

かり投入されて、保険料に反映しにくい形にする

というのが国の責任だと思います。そのことを

しっかりお伝えしたいというふうに思います。 

最後に、水道事業会計についてです。 

 これはもう他の委員も質問しておりますので伺

いますけれども、予算書の13ページを見ると、配

水管布設がえの予算として１億3,694万円計上さ

れています。導水管については先ほど質問があり

ましたのでこれはいいのですが、この配水管のか

えるところについてですけれども、何カ所で、

メートルにするとどのくらいなのか伺います。 

○吉田憲弘施設課長 29年度の配水管の布設がえ

工事については、全カ所で12カ所、あと延長で約

2,000メートルの布設がえ工事を予定しておりま

す。 

○松浦敏司委員 はい、わかりました。 

これも土地の条件にもよるのだろうと思うので

すが、長もちするところや非常に長もちしないと

ころもあるように、電食の多いところとかという

ようなことも聞いたことがあるのですが、以前は

潮見地域辺りが相当そういう現象があらわれてい

たのですが、そういった関係でこの12カ所の中で

そういう状況があって布設がえしなければならな

いというようなところは何カ所かあるのでしょう

か。 

○吉田憲弘施設課長 先ほど、12カ所と言います

けれども、そのうちの７カ所については漏水防止

対策として行うところでございます。 

○松浦敏司委員 はい、わかりました。 

あと、この予算書の中に土地取得として100万

円、それから建物取得として420万円とあるので

すが、これは具体的にどういうところを言ってい

るのか伺います。 

○吉田憲弘施設課長 固定資産購入費のうち、土

地と建物に取得費を計上させていただいておりま

すけども、土地の取得費については、管の布設は

歩道への埋設を基本としておりますけども、線形

的にどうしても民地、または号線敷地に埋設せざ

るを得ない場合に、その必要用地を取得するため

の費用として計上しているものです。 
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 あと、建物の取得費については、近年、水道施

設の維持管理や点検に係る機材、車両がふえたこ

とにより、現在の機材庫では手狭になってきたこ

とから、新たに桂町浄水場敷地内に機材庫を設置

するための費用を計上したものとなっておりま

す。 

○松浦敏司委員 はい、わかりました。 

 あと、水道週間などで、市民を連れて水源地を

視察するというようなことを以前やっていたと思

うのですが、昨年はやっていなかったのかなとい

うふうに思うのですが、もし行われていないとし

たらその理由は何なのか伺います。 

○児玉卓巳営業課長 浄水場水源地等の水道施設

への見学につきまして、６月の１日から水道週間

が毎年あります。その中の取り組みとしまして、

こういった水道施設の見学をバスをチャーターし

て行っておりました。それで平成26年を最後とし

まして、平成27、28の２年間は実施を見送ってお

ります。 

 その理由につきましては、この見学会の参加人

数が年々減少しておりまして、抜粋してお話しし

ますと、平成22年は67名、24年は47名、26年は34

名と減少したこともありまして、この水道週間の

見学会は27、28は実施を見送っておりますが、そ

の一方で桂町の浄水場を含めまして、潮見の配水

地、そして東藻琴の水源地、ここへの見学の受け

入れにつきましては、例えば平成28年度につきま

して、実績ですけれども桂町の浄水場で小学校５

校241名、水源地につきましては、小学校１校30

名、市内の民間団体、大人の方の団体ですけれど

も20名計50名、合わせますと年間291名が見学を

しております。 

○松浦敏司委員 大人はやめたけれども、子供た

ちを初めとして、要望があればやるというような

ことを理解いたしました。 

 最後に、昨年伺った給水停止について３カ月か

ら２カ月に短縮することを取り上げましたけれど

も、ほぼ１年経過していますが、状況はどうなっ

ているか最後に伺います。 

○児玉卓巳営業課長 給水停止の未納対象期間の

短縮による状況と効果について御説明いたしま

す。 

 給水を停止するその対象となる料金の未納期間

につきまして、従前３カ月でありましたものを、

平成28年度、昨年４月より１カ月短縮しまして２

カ月を対象としております。 

 現在、２月末の時点で11カ月が経過しておりま

すけれども、この間の給水停止に係る状況を前年

度の同期と比較しますと、給水停止の20日前に行

います給水停止の予告の件数が約２倍強にふえて

おります。給水停止の10日前に行います給水停止

の通知の件数、こちらが約1.6倍にふえておりま

す。 

 実際にそこまで行きましても督促予告通知、そ

ういったことにしましても、何ら納入または相談

のない場合にやむを得ず行う給水停止の実施件数

は、平成27年度は96件、今年度２月末は141件と

約1.5倍にふえているのが状況でございます。 

一方、短縮した効果としまして一番の部分は収

納率の向上であります。ここにつきましても２月

末時点の前年度対比を見ますと、平成27年度が

97.91％で、平成28年度２月末が98.70％と、率に

しまして、0.79％収納率の向上を見ており、これ

を年間の水道料金で見ますと年間で約700万円の

収益増を見込んでおります。 

○松浦敏司委員 終わります。 

○井戸達也委員長 次、栗田委員。 

○栗田政男委員 能取特会についてお伺いをいた

します。 

 松浦委員、ほかの委員からもいろいろ種々議論

をされたところであろうかと思いますが、私も昨

年、その経過、過去の経過から踏まえて、いろい

ろ肯定の立場からお話をさせていただきました。 

おさらいになるかもしれませんけれども、最高

額、先ほども出ていましたが57億というマックス

の赤字が膨らんだに至った経過をもう一度再確認

をしたいと思います。原課でどのように押さえて

いるかお示しください。 

○脇本美三水産漁港課長 今、委員からお話あっ

たとおり、平成10年度末の累積赤字が過去最高額

で56億5,000万円いうことでございまして、こう

いった状況に至った経緯ということでございます

が、昭和51年に工業団地が整備をされまして、そ

の後分譲開始をしたわけでございますけども、当

時の漁港法の制約から平成11年に漁港法が改正さ

れるまでの間は水産関係にしか土地を売却できな

いという極めて売却先が限定をされたというのが

一つございます。加えて200海里問題もありまし

て、土地の売却が思うように進まないという状況

でありました。 
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 さらに高金利の時代と重なりまして、一時借入

金の利子が重くのしかかったということで、結果

として多額の累積赤字を抱えることになったとい

うふうに認識しております。 

○栗田政男委員 マックスがその時点だというこ

とで、その辺あたりから私も内容についてはよく

知っているのですけれども、港のほうも活用する

つもりで、そこに整備が何度か入ったらしいので

すが、到底その使用に耐えられる状況ではなかっ

たということも聞いています。 

 いろんな要素がかみ合って、今の形というかそ

の結果になったのかと思いますが、実は本年度末

をもって非常にいい数字が出ております。これは

やはりお話にもありましたけれども、水面下のい

ろいろな御尽力があって、今こういう形に、56億

が今５億に、10分の１になって、もう５億を切る

のも目の前に来ているという大変すばらしい数字

になっています 

当初、基金を繰り入れたりしていろいろなテク

ニックの中でこういう状態に持ってきたというこ

とも皆さん認識は同じだと思いますが、基本的に

はこの土地、この会計は、先ほど来出ているその

土地を売却して最終的には、残る、残らないは別

にして売っていくという基本的なスタンスは今も

変わらないということでよろしいでしょうか。 

○脇本美三水産漁港課長 基本的に土地を売却す

ることによって赤字は圧縮できる、赤字を圧縮す

ると。それとあわせて、赤字の状況といいます

か、健全化法で定める資金不足比率を維持向上さ

せるために、一般会計の繰り入れとあわせて健全

化を図っているという状況でございます。 

○栗田政男委員 それは多分財政のほうに聞かな

いとわからないと思うのですが、５億円が今の低

金利の時代ですから、こつこつと売りながらそこ

を圧縮していくのが多分ベストな方法なのだろう

という選択を選んでいるのだと思います。 

この辺については私ちょっとよくわかんないの

ですけれども、財政のほうでこの５億、今のとこ

ろはこういう選択をしていく方法がいいというふ

うに捉えているのでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 能取漁港整備特別会計につ

きましては、基本的に独立採算ですから、まず土

地を売ることが前提であるというふうに考えてお

ります。 

 そうは言っても資金不足比率が上がる、今、健

全化法が平成20年度から適用されまして連結決算

となりましたので、さまざまな対応をしておりま

すけれども、まずは土地を売って少しでもその赤

字額を小さくするのが基本というふうに捉えてお

ります。 

○栗田政男委員 先ほどもこれも出ていましたけ

れども、金利は今すごく低金利なので、当然そう

いう選択がベストだというふうな捉え方というふ

うに私も捉えます。 

 ただ世の中の情勢というのはいろいろなトラン

プさんの影響もありながらどう変わるかわからな

い。低金利というのはやっぱりこのまま続いてい

くとまた弊害も出てくるのは確かであります。急

な金利の上昇等があった場合については、以前

行ったように、一般の基金の繰り入れをしなくて

はいけない状況が生まれたときにはするというよ

うなその覚悟もあるのかなという気がするのです

が、どうでしょうか。 

○秋葉孝博財政課長 これはですね、そういった

仮定の話になりますので今現在どうするという、

市の方針をお話しすることはなかなか困難でござ

います。 

 ただ、財政のほうで取り崩し可能基金残高がま

ず27年度末ですが24億ありまして、これ、能取だ

けの話ではなくて網走港の実質赤字、これ二つ会

計含めて去年の決算で18億ですから、それを上回

る基金を今持っているということは、例えばその

経済の状況とは別にその健全化法というのも過去

はなかった法律で、夕張を契機にしてつくられた

法律です。 

 こうしたものでそういった見直しがさらに強化

されれば、そういう基金を投入せざるを得ない状

況が来るかもしれないということで、今これを上

回る基金を持っているということは、財政的には

何かあった際にはこれは使えるというふうには考

えております。 

○栗田政男委員 はい、万が一の場合については

そういう方法もあるということをお聞きしまして

安心をする次第です。 

財政課の非常に夜遅くまで仕事をなさっている

ときがあります。私も夜、この市役所の前を結構

通るのですけれども、本当に体を壊さないように

頑張っていただければなというふうに思います。 

 当市の財政、非常に優秀だと私は感じていま

す。それは結果として、成果として、３月末、い
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ろいろの特別交付金等で、当市の状況はプラスに

なっていますので、非常に私は優秀な財政課、財

政、特に資金繰りの担っている大切な部分ですか

ら、これからも大変でしょうけれども、しっかり

とやっていただければなというふうに申し上げた

いと思います。 

 戻しますけれども、最近、これは課長がかわっ

たからという話ではないと思うのですが、非常に

活発にいろいろな形で、地元の企業も土地を買っ

ていただいたり、もしかするとその後に工場等、

民間の話ですから、つくっていただければより一

層いろいろな経済効果が発生するということで、

今までと違った努力もされていると思うので、も

し違ったことがあれば原課のほうでお教え願えれ

ばと思います。 

○脇本美三水産漁港課長 私が担当しているから

土地が売れるということでは決してないというふ

うに理解をしておりますが、これはいろいろなか

かわりとかめぐり合わせとか、そういったところ

で土地が売れてきたということはあろうかという

ふうに思います。 

 これは、私どもも売却に向けてさまざま努力工

夫はしていきたいというふうに思いますけれど

も、一方でやっぱりこう宣伝することによってい

ろいろな事業所さんが目をつけていただくという

ことがまた一方で大事なのだろうと思いますか

ら、そういった取り組みについては今後も継続し

て行っていきたいと思います。 

○栗田政男委員 すごくいい風が吹いてきている

ような気がします。そういうふうに民間の方のい

ろいろな工事も当然工場建てるとなれば始まりま

すし、水産センターのほうも改築ということであ

そこに人も集まります。 

 近藤委員が一般会計のほうでお話をしたよう

に、あそこのある施設ももう景観的にすばらしい

施設がまだフル活用されていない状況であると思

います。網走で唯一おろせるボートヤードは、許

可になっているのはあそこだけです。ほかのとこ

ろからおろせないシステムになっていますので、

そういうことも含めていろいろな財産があそこに

眠った中で、そこに少し光が入ってきている今状

況であろうかと思います。 

 そして、一つ動くと物事というのは、だらだら

と流れるという傾向があります。その風がとまる

ことなくしっかりと流れていけば、売却もきちん

と進んでいくのではないかと思います。 

 個人といいますか、民間で持っている土地も価

値が上がると思います。そこをまた活用するよう

にしてみようかという、そこに人が集まっていろ

いろなことが始まれば、そういう傾向も出てくる

のではないかと思います。 

 もう１点、民間にお売りになるということ、そ

の登記が終わった段階からは固定資産税というも

のが発生します。大きな建物だとかが建てば、多

額の固定資産税が市の税収として入ることになり

ます。 

 石狩とどうのこうのということは申し上げませ

んけれども、経済プラスマイナスで考えたときに

は相当な効果が期待できる。去年も申し上げまし

たが、決して死んだ土地ではないし、僕は宝物だ

よと言ったことが現実になってくれればなという

ことを切に願う次第でございます。 

私、質疑の中で非常に気持ちが先走りしまし

て、難解な発言が多かったように今回は反省をし

ております。議会基本条例の中で反問権を設置し

ております。 

 皆さんにもその難解な質問でわかりにくいとこ

ろがあれば、どしどしと反問権を行使していただ

いて私たちに言っていただければ、なお一層いい

審議ができるかと思いますのでよろしくお願いを

したいと思います。 

 まちづくりは人づくりという言い方をします

が、一つだけ志誠会のほうの代表質問の中にあり

ました自己肯定をする、またそこでピンときたの

ですね。自己肯定、つまり私が捉えたのは、自分

をしっかり認める、自分を認め愛すること。そう

することによって他の人にもそれ以上に認めて愛

することができるということに私は捉えました。 

 この自己肯定するということが今やはり少ない

ように感じますし、ややもすると自分自身も含め

て自己肯定、いい言葉だな、志誠会から出てくる

と思わなかったのですが、非常にいい言葉だと感

心した次第です。 

 教育の中でおっしゃったのかなと思いますが、

これは全体に、市の中の組織もそういう考え方が

浸透すればより一層活性化するのではないかと思

います。 

 そんなことも含めながら、私たちのまちは皆さ

んと一緒につくっていきたいなと思います。 

 最後になりますけれども、３月末で御勇退をさ
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れる皆さんがいらっしゃいます。職員の中にもた

くさんいると思いますが、本当に長い間お疲れさ

までした。そして、ありがとうございましたとい

うことを申し上げて、終わりにします。 

○井戸達也委員長 以上で、本日の日程でありま

す特別会計、企業会計並びに関連議案１件の細部

質疑を終了しました。 

 本日はこれで散会とします。 

 再開は21日午前10時としますから、御参集願い

ます。 

大変お疲れさまでした。 

午後３時00分 散会 

 

 


